
 

 

 
注：図中数値の単位は「ｍ」とする。 

図 3.2-2(1) 調査地点の道路断面（工事用車両の走行：調査地点①） 

 

 
注：図中数値の単位は「ｍ」とする。 

図 3.2-2(2) 調査地点の道路断面（工事用車両の走行：調査地点②） 

 

 
注：図中数値の単位は「ｍ」とする。 

図 3.2-2(3) 調査地点の道路断面（工事用車両の走行：調査地点③） 

 

④ 伝搬に影響を及ぼす地形等の状況 

 調査地域における地形の状況は評価書に示すとおりであり、概ね平坦な地形となっている。 

 また、調査地点における地表面の状況は表 3.2-9 のとおりであり、密粒ＡＳにより舗装され

ている。 

 

表 3.2-9 調査地点における地表面の状況 

調査地点番号 調査地域 調査地点 地表面の状況 

① 県道23号 宮城県多賀城市大代3-7-72地先 密粒ＡＳ舗装 

② 塩釜港区臨港道路 東宮幹線 宮城県宮城郡七ヶ浜町境山2-1地先 密粒ＡＳ舗装 

③ 仙台港区臨港道路 蒲生幹線 仙台市宮城野区蒲生1-5-1地先 密粒ＡＳ舗装 

 

⑤ 発生源の状況等 

 調査地点及びその周辺における騒音発生の状況、騒音に係る苦情の状況、影響を受ける施設

等の状況は、評価書に示すとおりである。 
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3.2.2 予 測 

(1) 工事による影響（資材等の運搬） 

① 予測内容、予測方法等 

 予測内容、予測方法等は、評価書に示すとおりとした。 

 

② 予測地点 

 予測地域は、想定される工事車両の主な通行ルートから、住居等の保全対象が立地する範囲

を含む半径約200ｍの範囲とした。 

 予測地点は、想定される工事用車両の主な通行ルートの沿道であり、近傍に住居等が存在す

る場所として、図 3.2-3に示す３地点とした。 

 予測高さは、沿道の環境条件を考慮して地上1.2ｍ（１階相当）及び4.2ｍ（２階相当）とした。 
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図 3.2-3 道路交通騒音の予測地点 
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③ 予測対象時期 

 予測対象時期は、予測地点を通行する工事用車両による小型車換算自動車通行量の月別台数

が最大となる時期とし、工事事務所～七ヶ浜仮設用地間のルートは 2023 年７月（着工後 18 ヶ

月目）、工事事務所～蒲生仮設用地間のルートは 2023 年１月（着工後 12 ヶ月目）とした。 

 工事用車両の通行時間帯は平日の８時～19 時（昼休み１時間を含む）であることから、工事

用車両の通行時間は、10 時間／日とした。 

 

④ 予測条件 

ア．道路条件 

 予測地点の道路条件は、表 3.2-10のとおりである。また、道路構造は、図 3.2-4のとおりで

ある。なお、予測地点３は評価書に示す「予測地点４」と同一地点あり、道路構造は評価書に

示すとおりである。 

 

表 3.2-10 予測地点の道路条件 

予測地点番号 予測地域 予測地点 道路構造 車線数 

① 県道23号 宮城県多賀城市大代3-7-72地先 平面 4 

② 塩釜港区臨港道路 東宮幹線 宮城県宮城郡七ヶ浜町境山2-1地先 平面 2 

③ 仙台港区臨港道路 蒲生幹線 仙台市宮城野区蒲生1-5-1地先 平面 4 

 

 
注：図中数値の単位は「ｍ」とする。 

図 3.2-4(1) 予測地点の道路断面（予測地点①） 

 

 
注：図中数値の単位は「ｍ」とする。 

図 3.2-4(2) 予測地点の道路断面（予測地点②） 
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注：図中数値の単位は「ｍ」とする。 

図 3.2-4(3) 予測地点の道路断面（予測地点③） 

 

イ．音源位置及び予測位置 

 音源位置は、各調査地点の上り車線及び下り車線の中央部に設定した。また、予測位置は、

現地調査を行った側の道路横断方向の道路境界とした。予測高さは、地上 1.2ｍ（１階相当）

及び 4.2ｍ（２階相当）とした。 

 

ウ．予測時間帯 

 予測時間帯は、工事用車両が通行する平日の８時～19 時（12～13 時は休憩）とした。 

 

エ．工事用車両通行台数 

 工事用車両の交通量は「表 3.1-9 工事用車両の交通量」と同様とした。 

 

オ．将来交通量 

 工事中の将来交通量は、「表 3.1-10 工事中の将来交通量」と同様とした。 

 

カ．走行速度 

 予測で用いる走行速度は、表3.2-11に示す速度とした。 

 現地調査における平均車速は、「表 3.2-8 自動車交通量及び走行速度の調査結果」のとおり

制限速度と大差はみられなかったため、制限速度とした。 

 

表 3.2-11 走行速度 

予測地点 

番号 
予測地域 予測地点 

制限速度

（km/h）

調査時の

平均車速 

（km/h） 

予測に用いた

走行速度 

（km/h） 

① 県道23号 宮城県多賀城市大代3-7-72地先 50 53.4 50 

② 
塩釜港区臨港道路 

東宮幹線 
宮城県宮城郡七ヶ浜町境山2-1地先 40 43.2 40 

③ 
仙台港区臨港道路 

蒲生幹線 
仙台市宮城野区蒲生1-5-1地先 50 50.6 50 

 

⑤ 予測結果 

 工事用車両の通行に伴う道路交通騒音レベルの予測結果は、表 3.2-12のとおりである。 

 工事用車両の通行に伴う等価騒音レベルは、いずれの予測地点も騒音に係る環境基準を超過
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すると予測されるものの、増加分は最大0.1dBであり、現況から大きな変化はない。また、道路

交通騒音に係る要請限度は、いずれの予測地点も基準を満足した。 

 なお、これらの地点については、現況の騒音レベルにおいても環境基準を超過している。 

 

表 3.2-12 工事用車両の通行に伴う騒音の予測結果 

予測地点 

（路線名） 

時間の 

区分 

予測 

高さ 

①現況の 

等価騒音 

レベル 

②工事用車両

の走行に伴う

騒音レベル 

の増分 

③予測地点の 

等価騒音 

レベル 

（①＋②） 

環境 

基準 

要請 

限度 

(ｍ) 
LAeq 
(dB)

⊿ 

(dB) 

LAeq 
(dB) 

LAeq 

(dB) 

LAeq 

(dB) 

① 県道23号 

昼間 

1.2 69.8 0.1 69.9 
65以下 75以下

4.2 69.6 0.0 69.6 

② 
塩釜港区臨港道路 

東宮幹線 

1.2 69.9 0.0 69.9 
60以下

(南側) 

70以下

(北側) 

70以下

(南側)

75以下

(北側)
4.2 68.9 0.0 68.9 

③ 
仙台港区臨港道路 

蒲生幹線 

1.2 71.0 0.0 71.0 
70以下 75以下

4.2 70.5 0.0 70.5 

注：１．■は、環境基準を超過する箇所を示す。 

  ２．時間の区分は、昼間（6:00～22:00）とした。 

  ３．4.2ｍ高さの現況の等価騒音レベルは、現況交通量を基にした1.2ｍ高さと4.2ｍ高さの予測結果の差を、 

1.2ｍ高さの現況調査結果から減じた値とした。 

  ４．現況の等価騒音レベルの調査を実施した期間は、下表のとおり。 

予測地点 調査期間 

① 現地調査 2021年11月26日(金) 6:00 ～ 22:00 

② 現地調査 2021年11月26日(金) 6:00 ～ 22:00 

③ 既存資料調査 2016年11月16日(水) 7:00 ～ 22:00、17日(木) 6:00 ～ 7:00 

 

(2) 工事による影響（重機の稼働） 

① 予測内容 

 予測内容は、工事中の重機の稼働により発生する建設作業騒音レベル（LA5）及び等価騒音レ

ベル（LAeq）とした。 

 

② 予測地域及び予測地点 

 予測範囲及び予測地点は、図 3.2-5 のとおりである。 

 重機の稼働に係る騒音の予測範囲は、対象事業の実施により振動レベルの変化が想定される

地域とし、計画地より 200ｍの範囲とした。 

 また、保全対象である蒲生仮設用地の東側敷地境界についても予測した。 

 予測高さは、周辺の環境条件を考慮して地上1.2ｍ（１階相当）とした。 
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図 3.2-5 予測地点等位置図(騒音：重機の稼働) 
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③ 予測対象時期 

 重機の稼働に係る建設作業騒音レベルの予測対象時期は、蒲生仮設用地において重機が稼働

する主に 2022 年８月～2023 年９月の間において、重機の稼働台数が最大となる時期とした。 

 

④ 予測方法 

ア．予測手順 

 重機の稼働に係る騒音の予測は、想定される重機の稼働台数から、「建設工事騒音の予測モデ

ル“ASJ CN-Model 2007”（日本音響学会誌 64 巻 4 号）」（平成 21 年４月、日本音響学会）に基

づき音の伝播理論による予測式を用いて、予測地点における騒音レベルを算出する方法とした。 

 重機の稼働に係る建設作業騒音の予測フローは、図 3.2-6 のとおりである。 

 

 

図 3.2-6 重機の稼働に係る建設作業騒音の予測フロー 

 

イ．予測式 

(ｱ) 伝搬計算の基本式 

X, 1	 	 A,emission	‐	8‐20log	10ri Δ dif,trns	

 

［記号］ 

X, 1	 	 ：予測点における騒音評価量（dB） 

 A,emission ：音源の騒音発生量（dB） 

ri  ：音源iと予測地点の距離（ｍ） 

Δ dif,trns ：透過音を考慮した回折による補正量（dB）  
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(ｲ) 透過音を考慮した回折による補正（Δ dif,trns） 

Δ dif,trns	 	10log	10 10Δ d/10 10‐R/10 	

 

［記号］ 

Δ d		 ：回折減衰量（dB） 

R	 ：遮音材の音響透過損失（dB） 

 

(ｳ) 回折による補正量(Δ d) 

・予測地点から音源が見えない場合 

	
Δ d	 	

   	

・予測地点から音源が見える場合 

	
Δ d	 	

 

［定数］ 

a：18.4、b：15.2、c：0.42、d：0.073 

 

(ｴ) 建設作業騒音レベル( A5) 

10 10 , /  

［記号］ 

A5		 ：建設作業騒音レベル（dB） 

 

⑤ 予測条件 

ア．重機の稼働台数、騒音レベル等 

 予測対象時期（2022 年８月～2023 年９月）における重機の種類及び台数は、表 3.2-13 のと

おりである。重機の稼働台数は工事の進捗状況に応じて変化するが、１日当たりの最大稼働台

数は表 3.2-13 のとおりであり、安全側をみて最大稼働台数が継続することで予測した。 

 なお、重機の稼働時間は８時～17 時(12 時～13 時は休憩)の８時間とした。 

 

表 3.2-13 重機の種類及び台数等 

重機の種類 
定格出力 

(kW) 

稼働台数 

（台） 

騒音レベル  

(dB) 

バックホウ 1.2 ㎥級 201 2 103 

バックホウ 0.8 ㎥級 123 2 102 

ブルドーザ 5ｔ級 32 1 103 

 

イ．音源の位置 

 音源の位置は、予測対象時期の重機の稼働範囲内に均等に配置し、図 3.2-7 に示すとおりと

した。 

  

-10log	10 	-	a   ≧1
-5‐bsinh‐1( c)   0≦ ＜1 

-5‐bsinh‐1( c)  0≦ ＜1
0     d＜  
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図 3.2-7 重機の稼働位置 
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⑥ 予測結果 

 重機の稼働に伴う建設作業騒音レベルの予測結果は、表 3.2-14 及び図 3.2-8 のとおりであ

る。最大値出現地点における重機の稼働による時間率騒音寄与レベル（L A5）は、蒲生仮設用地

の南側敷地境界で 74.6dB と予測され、「騒音規制法」（昭和 43年法律第 98 号）に基づく特定建

設作業騒音に係る基準及び「仙台市公害防止条例」（平成８年仙台市条例第５号）に基づく指定

建設作業に伴う騒音の規制基準を下回ると予測された。 

 また、保全対象における等価騒音寄与レベル（L Aeq）は、62.5dB と予測された。 

 

表 3.2-14 重機の稼働に伴う建設作業騒音レベルの予測結果 

予測地点 

予測 

高さ 

(ｍ) 

対象 

項目 

現況の 

騒音レベル

 

(dB) 

重機の稼働

による騒音

寄与レベル

(dB) 

将来の 

騒音レベル

 

 (dB) 

騒音規制法 

特定建設作業騒音 

に係る基準 

(dB) 

仙台市公害防止条例

指定建設作業に

伴う騒音の基準

(dB) 

最大値出現地点 

(南側敷地境界) 
1.2 L A5 55 74.6 74.6 85 80 

１ 東側敷地境界 1.2 L Aeq 57 61.1 62.5 － － 

注：１．時間の区分は、昼間（6:00～22:00）とした。 

  ２．騒音規制法特定建設作業騒音に係る基準は、「特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準」(昭和43

年11月27日厚生省・建設省告示第1号）に定める基準を示す。 

  ３．仙台市公害防止条例指定建設作業に伴う騒音の基準は、「仙台市公害防止条例施行規則」（平成８年仙台市規則第

25号）に定める基準を示す。 

  ４．現況の等価騒音レベルの調査を実施した期間は、2021年11月26日(金) 6:00 ～ 22:00である。 
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図 3.2-8(1) 重機の稼働による騒音の予測結果（時間率騒音レベル：L A5） 
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図 3.2-8(2) 重機の稼働による騒音の予測結果（等価騒音レベル：L Aeq） 
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3.2.3 環境の保全及び創造のための措置 

(1) 工事による影響（資材等の運搬） 

 工事用車両の通行に伴う騒音の影響を予測した結果、環境基準を超過したが、それらの地点で

は、現況調査結果においても環境基準を超過しており、工事用車両の通行に伴う騒音レベルの増

分は最大0.1dBと小さい。 

 本事業の実施にあたっては、工事用車両の通行に伴う騒音の影響を可能な限り低減するため、

表 3.2-15に示す保全措置を講ずることとする。 

 

表 3.2-15 環境の保全及び創造のための措置（工事による影響：資材等の運搬） 

環境影響要因 環境の保全及び創造のための措置の内容 

工事による影響 

（資材等の運搬） 

・ボイラ等の大型機器は、可能な限り工場組立及び海上輸送とし、工事関係車両台数を

削減することにより、車両の通行に伴う騒音の発生を低減する。 

・全体的な工事用車両の走行台数を削減するため、効率的な運行（台数・走行時間の削

減）に努める。 

・車両の点検、整備等を適宜実施することで性能維持に努め、騒音の発生を低減する。

・車両の走行に当たっては、不要なアイドリングや空ふかし、過積載や急加速等の高負

荷運転をしないよう、運転手を指導・教育する。 

・主要な道路交通ルート上の交差部には、工事用車両が集中する時間帯において、適宜、

交通誘導員を配置し、交通渋滞の緩和に努めるとともに、通行人や通行車両の安全を

確保する。 

 

(2) 工事による影響（重機の稼働） 

 重機等の稼働に伴う騒音の影響を予測した結果、「特定建設作業に伴つて発生する騒音の規制

に関する基準」（昭和 43 年厚生省・建設省告示第１号）に定める特定建設作業に係る規制基準を

満足すると予測された。 

 蒲生仮設用地における埋戻し土の仮置きに当たっては、重機の稼働に伴う騒音への影響を可能

な限り低減するため、表 3.2-16 に示す環境保全措置を講ずることとする。 

 

表 3.2-16 環境の保全及び創造のための措置（工事による影響：重機の稼働） 

環境影響要因 環境の保全及び創造のための措置の内容 

工事による影響 

（重機の稼働） 

・全体的な重機の稼働台数を削減するため、効率的な運行（台数・稼働時間の削減）

に努める。 

・極力、低騒音型の建設機械を使用するとともに、重機の点検、整備等を適宜実施す

ることで性能維持に努め、重機の稼働に伴う騒音の発生を低減する。 

・重機の稼働に当たっては、不要なアイドリングや空ふかし等の高負荷運転をしない

よう、作業員を指導・教育する。 

・重機の稼働が一時的に集中しないよう、工程の平準化に努める。 

・埋戻し土の仮置きを行う蒲生仮設用地の東側、北側、西側の敷地境界付近には仮囲

いを設置し、周囲に対する騒音の影響を軽減する。 

・保全対象となる蒲生干潟の利用者等より騒音に関する苦情が生じた際には、必要な

対策を適宜実施する。 
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3.2.4 評 価 

(1) 工事による影響（資材等の運搬） 

① 回避・低減に係る評価 

ア．評価方法 

 評価方法は、評価書に示すとおりとした。 

 

イ．評価結果 

 環境保全措置として、効率的な運行による工事用車両の通行台数削減、不要なアイドリング

や空ふかし、過積載や急加速等の高負荷運転の禁止指導の騒音低減が図られている。 

 したがって、資材等の運搬に伴う騒音は、実行可能な範囲で回避・低減が図られているもの

と評価する。 

 

② 基準や目標との整合性に係る評価 

ア．評価方法 

 評価方法は、評価書に示すとおりとした。 

 

イ．評価結果 

 工事用車両の主要な交通ルート沿道では、現況で既に環境基準等を超過している地点がある

ものの、本事業の工事用車両の走行に伴う騒音レベルの増加分は0.1dB以下であり、工事用車両

の通行に伴い新たに環境基準を超過する箇所はないことから、評価書に示す目標との整合が図

られているものと評価する。 

 

(2) 工事による影響（重機の稼働） 

① 回避・低減に係る評価 

ア．評価方法 

 予測結果を踏まえ、埋戻し土の仮置きによる重機の稼働に伴う騒音の影響に対して保全対策

等の配慮が適正になされ、これにより実行可能な範囲で回避・低減が図られているか否かを検

討する。 

 

イ．評価結果 

 蒲生仮設用地における埋戻し土の仮置きに当たっては、重機の稼働に関する環境保全及び創

造のための措置として、効率的な運行による重機の稼働台数及び稼働時間の削減、低騒音型の

建設機械の使用、不要なアイドリングや空ふかし等の高負荷運転の禁止指導等の重機の稼働に

伴う騒音低減が図られている。 

 したがって、重機の稼働に伴う騒音は、実行可能な範囲で回避・低減が図られているものと

評価する。 

 

② 基準や目標との整合性に係る評価 

ア．評価方法 

 予測結果が、表 3.2-17 に示す基準等と整合性が図られているかを評価した。 
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表 3.2-17 整合を図る基準・目標（工事による影響：重機の稼働） 

環境影響要因 整合を図る基準・目標の内容 

工事による影響 

（重機の稼働） 

○特定建設作業に伴い発生する騒音 

・「特定建設作業に伴つて発生する騒音の規制に関する基準」（昭和43年11月27日厚

生省・建設省告示１号） 

【基準値】特定建設作業の場所の敷地境界線で85デシベル以下 

○指定建設作業に伴い発生する騒音 

・「仙台市公害防止条例施行規則」（平成８年仙台市規則第25号）に定める指定建設

作業に伴う騒音の規制基準 

【基準値】指定建設作業に係る作業場所の敷地境界で80デシベル以下 

 

イ．評価結果 

 重機の稼働による騒音レベルの予測の結果、上記の基準値を満足することから、上記の目標

と整合が図られているものと評価する。 
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3.3 振 動 

3.3.1 現況調査 

(1) 調査内容 

 再予測評価に係る調査内容は表 3.3-1のとおりであり、振動レベル、交通量等の状況とした。 

 

表 3.3-1 調査内容 

項 目 調 査 内 容 

振 動 

① 振動レベル 

・道路交通振動 

・環境振動 

② 交通量等 

・車種別交通量 

・走行速度 

・道路構造等 

③ その他 

・発生源の状況 

・影響を受ける施設等の状況 

・伝搬に影響を及ぼす地形等の状況 

 

(2) 調査方法 

 調査方法は、表 3.3-2のとおりとした。 

 

表 3.3-2 調査方法（振動） 

調査内容 調 査 方 法 

① 振動レベル 
・道路交通振動 

・環境振動 

現地調査 

 振動レベル計（JIS C 1510）を用いた「振動規

制法施行規則」（昭和51年総理府令第58号）に準じ

る方法により測定した。 

 測定期間は、工事用車両が通行する時間帯（平

日の8:00～19:00）を含む平日昼間の時間帯（平日

の6:00～22:00）における連続測定とした。 

既存資料調査 
 評価書に示す振動レベルの調査結果の整理及び

解析を行った。 

② 交通量等 

・車種別交通量 

現地調査 

 計測カウンターを用いて、表 3.2-3に基づく車

種分類（大型車、中型車、小型貨物車、乗用車及

び二輪車の5車種）別交通量を測定した。 

 測定時間は工事用車両が通行する時間帯（平日

の8:00～19:00）を含む平日昼間の時間帯（平日の

24時間）において、１時間ごとに記録した。 

既存資料調査 
 評価書に示す交通量等の調査結果の整理及び解

析を行った。 

・走行速度 

現地調査 
 距離が明らかな区間を設定し、車両が通過する

時間を計測して算出した。 

既存資料調査 
 評価書に示す走行速度の調査結果の整理及び解

析を行った。 

・道路構造 

現地調査 
 道路断面をメジャーにより簡易的に測量して記

録した。 

既存資料調査 
 評価書に示す道路構造の調査結果の整理及び解

析を行った。 

③ その他 

・発生源の状況 

・影響を受ける施設等

の状況 

・伝搬に影響を及ぼす

地形等の状況 

現地調査 
 現地踏査により裸地、草地、遮へい物等を目視

観察した。 

既存資料調査 
 評価書に示す地表面の状況等の調査結果の整理

及び解析を行った。 
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(3) 調査地域及び調査地点 

① 主要な交通ルート及びその周辺 

 調査地域は、工事事務所から七ヶ浜仮設用地等又は蒲生仮設用地の間を通行する主な交通ル

ートから、住居等の保全対象が立地する範囲を含む200ｍ程度の範囲とした。 

 工事事務所～七ヶ浜仮設用地等の間を通行する主な交通ルートの沿道については、住居等の

保全対象が立地する２地点（調査地点１～２）で振動レベル、交通量等の現地調査を実施した。

工事事務所～蒲生仮設用地の間を通行する主な交通ルートの沿道については、住居等の保全対

象が立地する１地点（調査地点３）が評価書において「調査地点４」として記した調査地点と

同一であることから、既存資料調査として評価書に示した調査結果の整理及び解析を行った。 

 既存資料及び現地調査の調査地点は、表 3.3-3及び図 3.3-1のとおりである。 

 

表 3.3-3 振動調査地点（主要な交通ルート及びその周辺） 

調査内容 地点名 調査方法 所在地 

主要な交通

ルート及び

その周辺 

・道路交通

振動 

・車種別交

通量 

・走行速度

① 現地調査 県道23号 宮城県多賀城市大代3-7-72地先 

② 現地調査 
塩釜港区臨港道路

東宮幹線 
宮城県宮城郡七ヶ浜町境山2-1地先 

③ 既存資料調査 
仙台港区臨港道路

蒲生幹線 
仙台市宮城野区蒲生1-5-1地先 

 

② 蒲生仮設用地及びその周辺 

 調査地域は、埋戻し土の仮置きにより振動レベルの変化が想定される地域とし、蒲生仮設用

地から、蒲生干潟等の保全対象が立地する範囲を含む半径約500ｍの範囲とした。 

 現地調査の調査地点は、蒲生仮設用地中央付近の１地点（調査地点１）に加え、保全対象と

して蒲生仮設用地の東側敷地境界付近の１地点（調査地点２）についても現地調査を実施した。 

 既存資料及び現地調査の調査地点は、表 3.3-4及び図 3.3-1のとおりである。 

 

表 3.3-4 振動調査地点（蒲生仮設用地及びその周辺） 

調査内容 地点名 調査方法 所在地 

蒲生仮設用

地 
・環境騒音 

１ 現地調査 
蒲生仮設用地 

中央付近 
仙台市宮城野区蒲生４丁目５－１ 

２ 現地調査 
蒲生仮設用地 

東側敷地境界 
仙台市宮城野区蒲生４丁目５－１ 
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図 3.3-1(1) 振動の調査地点（主要な交通ルート及びその周辺） 
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図 3.3-1(2) 振動の調査地点（蒲生仮設用地及びその周辺） 
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(4) 調査結果 

① 振動レベル（道路交通振動） 

 工事事務所～七ヶ浜仮設用地の間及び工事事務所～蒲生仮設用地の間を通行する工事用車両

の主な交通ルート沿道における振動の調査結果は表 3.3-5のとおりである。 

 工事用車両の主な通行ルート沿道における振動レベル（L 10）は昼間の時間帯で36～52dBであ

り、道路交通振動の要請限度は全ての調査地点で十分に下回った。 

 

表 3.3-5 現地調査結果（振動） 

調査地点 

（地点名又は路線名） 
用途地域 地域類型 

時間の

区分 

振動レベル(L10) 

１時間値の最大値 

（dB） 

要請限度

（dB） 

① 県道23号 準住居地域 第１種  36 65 

② 
塩釜港区臨港道路 

東宮幹線 

第一種住居地域(南側)、

工業地域(北側) 

第１種(南側)、

第２種(北側)
昼間 41 

65(南側)

70(北側)

③ 
仙台港区臨港道路 

蒲生幹線 

工業専用地域(北側)、

準工業地域(南側) 

第２種 

(南側のみ) 
 52 70 

注：１．時間の区分は、昼間8:00～19:00とする。 

  ２．各調査地点の要請限度は、「振動規制法施行規則」（昭和51年総理府令第10号）に基づく道路交通振動の要

請限度を示す。 

  ３．調査地点３は、評価書に記す調査結果を示す。 

  ４．振動レベル(L10)の調査を実施した期間は、下表のとおり。 

予測地点 調査期間 

① 現地調査 2021年11月26日(金) 6:00 ～ 22:00 

② 現地調査 2021年11月26日(金) 6:00 ～ 22:00 

③ 既存資料調査 2016年11月16日(水) 7:00 ～ 22:00、17日(木) 6:00 ～ 7:00 

 

② 振動レベル（蒲生仮設用地） 

 蒲生仮設用地の中央付近及び保全対象である蒲生干潟に近い蒲生仮設用地の東側敷地境界に

おける振動の調査結果は表 3.3-6のとおりである。 

 蒲生仮設用地の中央付近における時間率振動レベル（L 10）は、昼間の時間帯で29dBであり、

蒲生干潟等の保全対象に近い蒲生仮設用地の東側敷地境界付近における時間率振動レベル（L 10）

は、昼間の時間帯で28dBであった。 

 

表 3.3-6 振動の現地調査結果（蒲生仮設用地） 

調査地点 

(地点名又は路線名) 
用途地域 

基準 

種別 

時間の

区分 

対象

項目

騒音 

レベル 

（dB） 

振動規制法 

特定建設作業騒音 

に係る基準 

(dB) 

仙台市公害防止条例

指定建設作業に

伴う騒音の基準

(dB) 

１ 
蒲生仮設用地 

中央付近 
工業地域 

第２号

区域 
昼間 

L 10 29 75 70 

２ 
蒲生仮設用地 

東側敷地境界 
工業地域 L 10 28 － － 

注：１．時間の区分は、昼間6:00～22:00とする。 

  ２．特定建設作業振動に係る基準は、「振動規制法施行規則」（昭和51年総理府令第58号）に定める基準を示す。 

  ３．仙台市公害防止条例指定建設作業に伴う振動の基準は、「仙台市公害防止条例施行規則」（平成８年仙台市規則第

25号）に定める基準を示す。 

  ４．振動レベル(L10)の調査を実施した期間は、2021年11月26日(金) 6:00 ～ 22:00である。 
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③ 交通量等（車種別交通量、走行速度、道路構造等） 

 車種別交通量、走行速度及び道路構造等の調査結果は、「3.2 騒音 3.2.1 現況調査」のとお

りである。 

 

④ 伝搬に影響を及ぼす地形等の状況 

 調査地域における地形の状況は評価書に示すとおりであり、概ね平坦な地形となっている。 

 また、調査地点における地表面の状況は「表 3.2-9 調査地点における地表面の状況」のと

おりであり、密粒ＡＳにより舗装されている。 

 

⑤ 発生源の状況等 

 調査地点及びその周辺における振動発生の状況、振動に係る苦情の状況、影響を受ける施設

等の状況は、評価書に示すとおりである。 

 

3.3.2 予 測 

(1) 工事による影響（資材等の運搬） 

① 予測内容、予測方法等 

 予測内容、予測方法等は、評価書に示すとおりとした。 

 

② 予測地点 

 予測地域は、想定される工事車両の主な通行ルートから、住居等の保全対象が立地する範囲

を含む半径約200ｍの範囲とした。 

 予測地点は、想定される工事用車両の主な通行ルートの沿道であり、近傍に住居等が存在す

る場所として、図 3.3-2に示す３地点とした。 

 予測位置は道路境界とし、予測高さは地盤上とした。 
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図 3.3-2 道路交通振動の予測地点地点 
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③ 予測対象時期 

 予測対象時期は、予測地点を通行する工事用車両による小型車換算自動車通行量の月別台数

が最大となる時期とし、工事事務所～七ヶ浜仮設用地間のルートは 2023 年７月（着工後 18 ヶ

月目）、工事事務所～蒲生仮設用地間のルートは 2023 年１月（着工後 12 ヶ月目）とした。 

 工事用車両の通行時間帯は平日の８時～19 時（昼休み１時間を含む）であることから、工事

用車両の通行時間は、10 時間／日とした。 

 

④ 予測条件 

ア．道路条件 

 予測地点の道路条件及び道路構造は、「3.2 騒音 3.2.2 予測」のとおりである。なお、予測

地点３は評価書に示す「予測地点４」と同一地点であり、道路構造は評価書に示すとおりであ

る。 

 

イ．予測時間帯 

 予測時間帯は、工事用車両が通行する８時～19 時（12～13 時は休憩）とした。 

 

ウ．工事用車両通行台数 

 工事用車両の交通量は「表 3.1-9 工事用車両の交通量」と同様とした。 

 

エ．将来交通量 

 工事中の将来交通量は、「表 3.1-10 工事中の将来交通量」と同様とした。 

 

オ．走行速度 

 予測で用いる走行速度は、「表 3.2-11 走行速度」のとおりとした。 

 現地調査における平均車速は、「表 3.2-8 自動車交通量及び走行速度の調査結果」のとおり

制限速度と大差はみられなかったため、制限速度とした。 

 

⑤ 予測結果 

 工事用車両の通行に伴う道路交通振動レベルの予測結果は、表 3.3-7のとおりである。 

 工事用車両の通行に伴う振動レベルは、いずれの予測地点も要請限度（昼間：65dB又は70dB）

を下回ると予測された。また、現況からの増加分は最大0.1dBであり、大きな変化はないと予測

された。 
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表 3.3-7 工事用車両の通行に伴う振動の予測結果 

予測地点 

（路線名） 

時間の

区分 

①現況の 

振動レベル 

②工事用車両 

の走行に伴う 

振動レベル 

の増加分 

③工事中の 

振動レベル 

（①＋②） 

要請 

限度 

L10 
(dB)

⊿ 

(dB) 

L10 
(dB) 

L10 

(dB) 

① 県道23号 

昼間 

33.8 0.0 33.9 65 

② 塩釜港区臨港道路 東宮幹線 38.6 0.1 38.7 
65(南側)

70(北側)

③ 仙台港区臨港道路 蒲生幹線 51.0 0.1 51.1 70 

注：１．時間の区分は、「道路交通振動規制の区域及び時間」(昭和53年宮城県告示第265号）等に基づく道路交通振動に

係る時間区分のうち、工事用車両が通行する８時～19時（12～13時は休憩）を含む時間区分である昼間（8:00～19:00）

とした。 

  ２．要請限度は、「振動規制法施行規則」（昭和51年総理府令第10号）に基づく道路交通振動の要請限度を示す。 

  ３．現況の振動レベル（L10）の調査を実施した期間は、下表のとおり。 

予測地点 調査期間 

① 現地調査 2021年11月26日(金) 6:00 ～ 22:00 

② 現地調査 2021年11月26日(金) 6:00 ～ 22:00 

③ 既存資料調査 2016年11月16日(水) 7:00 ～ 22:00、17日(木) 6:00 ～ 7:00 

 

(2) 工事による影響（重機の稼働） 

① 予測内容 

 予測内容は、工事中の重機の稼働により発生する建設作業振動レベル（L10）とした。 

 

② 予測地域及び予測地点 

 予測範囲及び予測地点は、図 3.3-3 のとおりである。 

 重機の稼働に係る振動の予測範囲は、対象事業の実施により振動レベルの変化が想定される

地域とし、計画地より 200ｍの範囲とした。 

 また、保全対象である蒲生仮設用地の東側敷地境界についても予測した。 
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図 3.3-3 予測地点等位置図(振動：重機の稼働) 
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③ 予測対象時期 

 重機の稼働に係る建設作業振動レベルの予測対象時期は、蒲生仮設用地において重機が稼働

する主に 2022 年８月～2023 年９月の間において、重機の稼働台数が最大となる時期とした。 

 

④ 予測方法 

ア．予測手順 

 重機の稼働に係る振動の予測は、想定される重機の稼働台数から、「道路環境影響評価の技術

手法（平成 24 年度版）」（平成 25 年３月、国土交通省 国土技術政策総合研究所・独立行政法人

土木研究所）に基づき振動の伝播理論による予測式を用いて、予測地点における振動レベルを

算出する方法とした。 

 重機の稼働に係る建設作業振動の予測フローは、図 3.3-4 のとおりである。 

 

 

図 3.3-4 重機の稼働に係る建設作業振動の予測フロー 

 

イ．予測式（伝搬計算の基本式） 

15 8.68	 	

［記号］ 

 ：重機の予測地点における振動レベル（dB） 

 ：重機の基準点における振動レベル（dB） 

 ：重機の稼働位置から予測点までの距離（ｍ） 

 ：重機の稼働位置から基準点までの距離（ｍ） 

 ：内部減衰係数（未固結地盤であるため0.01とした）  
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⑤ 予測条件 

ア．重機の稼働台数、振動レベル等 

 予測対象時期（2022 年８月～2023 年９月）における重機の種類及び台数は、表 3.3-8 のと

おりである。重機の稼働台数は工事の進捗状況に応じて変化するが、１日当たりの最大稼働台

数は表 3.3-8 のとおりであり、安全側をみて最大稼働台数が継続することで予測した。 

 なお、重機の稼働時間は８時～17 時(12 時～13 時は休憩)の８時間とした。 

 

表 3.3-8 重機の種類及び台数等 

重機の種類 
定格出力 

(kW) 

稼働台数 

（台） 

振動レベル 

(dB) 

基準距離 

(ｍ) 

バックホウ 1.2 ㎥級 201 2 61 7 

バックホウ 0.8 ㎥級 123 2 55 15 

ブルドーザ 5ｔ級 162 1 64 5 

 

イ．振動源の位置 

 振動源の位置は、予測対象時期の重機の稼働範囲内に均等に配置し、「図 3.2-7 重機の稼働

位置」に示すとおりとした。 

 

⑥ 予測結果 

 重機の稼働に伴う建設作業振動レベルの予測結果は、表 3.3-9 及び図 3.3-5 のとおりである。

建設作業振動レベルの最大値は、蒲生仮設用地の北側敷地境界で 53.3dB と予測され、「振動規

制法」（昭和 51 年法律第 64 号）に基づく特定建設作業騒音に係る基準及び「仙台市公害防止条

例」（平成８年仙台市条例第５号）に基づく指定建設作業に伴う振動の規制基準を下回ると予測

された。 

 また、保全対象の振動レベルは 36.0 dB と予測された。 

 

表 3.3-9 重機の稼働に伴う建設作業振動レベルの予測結果 

予測地点 

現況の 

振動レベル 

 

L 10(dB) 

重機の稼働

による振動

寄与レベル

L 10(dB) 

将来の 

振動レベル

 

L 10 (dB) 

振動規制法 

特定建設作業振動 

に係る基準 

(dB) 

仙台市公害防止条例

指定建設作業に伴

う振動の基準 

(dB) 

最大値出現地点 

(北側敷地境界) 
29 53.3 53.3 75 75 

１ 東側敷地境界 28 35.3 36.0 － － 

注：１．時間の区分は、昼間6:00～22:00とした。 

  ２．特定建設作業振動に係る基準は、「振動規制法施行規則」（昭和51年総理府令第58号）に定める基準を示

す。 

  ３．仙台市公害防止条例指定建設作業に伴う振動の基準は、「仙台市公害防止条例施行規則」（平成８年仙台

市規則第25号）に定める基準を示す。 

  ４．振動レベル(L10)の調査を実施した期間は、2021年11月26日(金) 6:00 ～ 22:00である。 
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図 3.3-5 重機の稼働による振動の予測結果 
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3.3.3 環境の保全及び創造のための措置 

(1) 工事による影響（資材等の運搬） 

 工事用車両の通行に伴う振動の影響を予測した結果、「振動規制法」に基づく道路交通振動の

要請限度を下回ると予測された。 

 また、本事業の実施にあたっては、工事用車両の通行に伴う振動の影響を可能な限り低減する

ため、表3.3-10に示す保全措置を講ずることとする。 

 

表 3.3-10 環境の保全及び創造のための措置（工事による影響：資材等の運搬） 

環境影響要因 環境の保全及び創造のための措置の内容 

工事による影響 

（資材等の運搬） 

・ボイラ等の大型機器は、可能な限り工場組立及び海上輸送とし、工事関係車両台
数を削減することにより、車両の通行に伴う振動の発生を低減する。 

・全体的な工事用車両の走行台数を削減するため、効率的な運行（台数・走行時間
の削減）に努める。 

・車両の点検、整備等を適宜実施することで性能維持に努め、振動の発生を低減す
る。 

・車両の走行に当たっては、不要なアイドリングや空ふかし、過積載や急加速等の
高負荷運転をしないよう、運転手を指導・教育する。 

・主要な道路交通ルート上の交差部には、工事用車両が集中する時間帯において、
適宜、交通誘導員を配置し、交通渋滞の緩和に努めるとともに、通行人や通行車
両の安全を確保する。 

 

(2) 工事による影響（重機の稼働） 

 重機等の稼働に伴う振動の影響を予測した結果、「振動規制法」に定める特定建設作業に係る

規制基準を満足すると予測された。 

 蒲生仮設用地における埋戻し土の仮置きに当たっては、重機の稼働に伴う振動への影響を可能

な限り低減するため、表 3.3-11 に示す環境保全措置を講ずることとする。 

 

表 3.3-11 環境の保全及び創造のための措置（工事による影響；重機の稼働） 

環境影響要因 環境の保全及び創造のための措置の内容 

工事による影響 

（重機の稼働） 

・全体的な重機の稼働台数を削減するため、効率的な運行（台数・稼働時間の削減）
に努める。 

・極力、低振動型の建設機械を使用するとともに、重機の点検、整備等を適宜実施す
ることで性能維持に努め、重機の稼働に伴う振動の発生を低減する。 

・重機の稼働に当たっては、不要なアイドリングや空ふかし等の高負荷運転をしない
よう、作業員を指導・教育する。 

・重機の稼働が一時的に集中しないよう、工程の平準化に努める。 

・保全対象となる蒲生干潟の利用者等より振動に関する苦情が生じた際には、必要な
対策を適宜実施する。 

 

3.3.4 評 価 

(1) 工事による影響（資材等の運搬） 

① 回避・低減に係る評価 

ア．評価方法 

 評価方法は、評価書に示すとおりとした。 

 

イ．評価結果 

 環境保全措置として、効率的な運行による工事用車両の通行台数削減、不要なアイドリング

や空ふかし、過積載や急加速等の高負荷運転の禁止指導の振動低減が図られている。 
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 したがって、資材等の運搬に伴う振動は、実行可能な範囲で回避・低減が図られているもの

と評価する。 

 

② 基準や目標との整合性に係る評価 

ア．評価方法 

 評価方法は、評価書に示すとおりとした。 

 

イ．評価結果 

 工事用車両の通行に伴う道路交通振動レベルは、「振動規制法」に基づく道路交通振動に係る

要請限度を下回っていることから、評価書に示す目標との整合が図られているものと評価する。 

 

(2) 工事による影響（重機の稼働） 

① 回避・低減に係る評価 

ア．評価方法 

 予測結果を踏まえ、埋戻し土の仮置きによる重機の稼働に伴う振動の影響に対して保全対策

等の配慮が適正になされ、これにより実行可能な範囲で回避・低減が図られているか否かを検

討する。 

 

イ．評価結果 

 蒲生仮設用地における埋戻し土の仮置きに当たっては、重機の稼働に関する環境保全及び創

造のための措置として、効率的な運行による重機の稼働台数及び稼働時間の削減、低振動型の

建設機械の使用、不要なアイドリングや空ふかし等の高負荷運転の禁止指導等の重機の稼働に

伴う振動低減が図られている。 

 したがって、重機の稼働に伴う振動は、実行可能な範囲で回避・低減が図られているものと

評価する。 

 

② 基準や目標との整合性に係る評価 

ア．評価方法 

 予測結果が、表 3.3-12 に示す基準等と整合性が図られているかを評価した。 

 

表 3.3-12 整合を図る基準・目標（重機の稼働） 

環境影響要因 整合を図る基準・目標の内容 

工事による影響 

（重機の稼働） 

○特定建設作業に伴い発生する振動 

・｢振動規制法施行規則｣（昭和51年総理府令第58号）に定める特定建設作業に伴う

振動の規制基準 

【基準値】特定建設作業の場所の敷地境界線で75デシベル以下 

○指定建設作業に伴い発生する振動 

・「仙台市公害防止条例施行規則」（平成８年仙台市規則第25号）に定める指定建設

作業に伴う振動の規制基準 

【基準値】指定建設作業に係る作業場所の敷地境界で75デシベル以下 

 

イ．評価結果 

 重機の稼働による振動レベルの予測の結果、上記の基準値を満足することから、上記の目標

と整合が図られているものと評価する。 
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3.4 自然との触れ合いの場 

3.4.1 現況調査 

(1) 調査内容、調査方法等 

 再予測評価に係る調査内容は表 3.4-1のとおりであり、触れ合いの場の分布、触れ合いの場の

利用状況及び触れ合いの場の特性とした。 

 

表 3.4-1 調査内容（自然との触れ合いの場） 

項 目 調 査 内 容 

自然との触れ合いの場 ① 触れ合いの場の分布 

② 触れ合いの場の利用状況 

③ 触れ合いの場の特性 

 

(2) 調査方法 

 調査方法は、表 3.4-2のとおりとした。 

 

表 3.4-2 調査方法（自然との触れ合いの場） 

調査内容 調 査 方 法 

① 触れ合いの場

の分布 

既存資料調査  評価書に示す触れ合いの場の分布の調査結果の整理及び解析を行った。 

現地調査 
 現地踏査により自然との触れ合いの場の分布を把握し、事業による影響が

想定される触れ合いの場を調査地点として選定した。 

② 触れ合いの場

の利用状況 

既存資料調査  評価書に示す触れ合いの場の利用状況の調査結果の整理及び解析を行った。

現地調査 

 調査地点について、現地調査により自然との触れ合いの場における利用者

数、利用者の属性、利用内容、利用範囲又は場所、利用の多い場所等を把握

した。 

③ 触れ合いの場

の特性 

既存資料調査  評価書に示す触れ合いの場の特性の調査結果の整理及び解析を行った。 

現地調査 
 調査地点について、現地調査により自然との触れ合い活動に利用されてい

る場の構成要素の内容、特性を把握した。 

 

(3) 調査地域及び調査地点 

 調査地域は、工事事務所から蒲生仮設用地又は七ヶ浜仮設用地等の間を通行する工事用車両

の主な交通ルートから、１km程度の範囲とした。調査地点は、調査範囲の中で自然との触れ合

いの場に対する影響が想定される地点を選定した。 

 既存資料の調査地点は、工事事務所～蒲生仮設用地の間を通行する工事用車両の主な交通ル

ートの沿道周辺に位置ずる１地点（調査地点３）を選定した。調査地点３は評価書で「調査地

点３」としていたものであり、評価書に示した調査結果の整理及び解析を行った。 

 現地調査の調査地点は、工事事務所～七ヶ浜仮設用地等の間を通行する工事用車両の主な交

通ルートの沿道周辺に位置する２地点（調査地点１・２）とした。 

 既存資料及び現地調査の調査地点は、表 3.4-3及び図 3.4-1のとおりである。 

 

表 3.4-3 調査地点（自然との触れ合いの場：現地調査） 

調査地点 調査方法 
工事用車両の主要な 

交通ルートからの距離

工事用車両の 

主要な交通ルート 

１ 貞山公園 
現地調査 

隣接 
工事事務所～七ヶ浜仮設用地等

２ 大木囲貝塚公園 約0.1km 

３ 蒲生干潟・日和山 既存資料調査 約0.1km 工事事務所～蒲生仮設用地 
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図 3.4-1 調査地域及び調査地点（自然との触れ合いの場） 
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(4) 調査結果 

① 触れ合いの場の分布及び特性 

ア．貞山公園 

 貞山公園は、仙台塩釜港（塩釜港区）の南寄りにあり、工事事務所～七ヶ浜仮設用地等の間

の主要な交通ルートと隣接する場所に位置する。 

 貞山公園は、「都市公園法」（昭和31年法律第79号）に基づく都市公園であり、面積は約1.7ha

である。公園は貞山運河に面しており、公園から一望できる。公園内には釣り船、プレジャー

ボート等の係留所があり、駐車場、駐輪場、トイレ、遊具、ベンチ等の施設が整備されている。

公園に面する貞山運河は、釣り場にもなっている。 

 貞山公園の状況写真は図 3.4-2のとおりである。 

 

   
① 駐車場                    ② 駐輪場 

 

   
③ トイレ                    ④ 係留所 

図 3.4-2 主な施設の状況（貞山公園） 

 

イ．大木囲貝塚公園 

 大木囲貝塚公園は、仙台塩釜港（塩釜港区）の要害地区にあり、工事事務所～七ヶ浜仮設用

地等の間の主要な交通ルートより約100ｍ離れた場所に位置する。 

 大木囲貝塚公園の面積は約197haであり、公園内には国指定史跡である大木囲貝塚がある。公

園内にはヤマザクラ、カスミザクラ、エドヒガン等が200本以上植樹され、緑豊かな公園として

人々に親しまれている。 

 公園内には、トイレ、あずまや、ベンチ、テーブル等の施設が整備されている。 
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 大木囲貝塚公園の状況写真は図 3.4-3のとおりである。 

 

   
① トイレ                    ② あずまや 

 

   
③ ベンチ                    ④ テーブル 

図 3.4-3 主な施設の状況（大木囲貝塚公園） 

 

ウ．蒲生干潟・日和山 

 蒲生干潟・日和山は、七北田川の河口域左岸と太平洋に面した場所にあり、主要な交通ルー

トより約0.1km離れた場所に位置する。 

 蒲生干潟は、面積約49haの干潟であり、国指定仙台海浜鳥獣保護区に指定されている。水辺

で羽を休めるシギ、チドリ、サギ等の貴重な野鳥や、様々な植物群落を見ることができ、野鳥

観察等々、古くから身近な自然として人々に広く親しまれている。 

 蒲生干潟を一望できる日和山は、蒲生干潟西側に位置し、標高３ｍの日本一低い山である。

蒲生干潟・日和山の周辺では、駐車場及び遊歩道は整備されているが、トイレやあずまやとい

った施設は確認されなかった。 

 なお、蒲生干潟・日和山の周辺は、2016年より「七北田川河川災害復旧事業」防潮堤等の整

備工事が実施されていたが、2021年３月に竣工した。 

 蒲生干潟・日和山の状況写真は図 3.4-4のとおりである。 
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        ① 蒲生干潟                  ② 整備された防潮堤 

 

   
         ③ 日和山                   ④ 日和山案内 

図 3.4-4 主な施設の状況（蒲生干潟・日和山） 

 

② 触れ合いの場の利用状況 

ア．貞山公園 

 貞山公園の利用者数調査は、2021年８月20日に夏季調査、2021年12月21日に冬季調査を実施

した。利用者数は表 3.4-4のとおりであり、夏季で22名、冬季で３名と全体的に少なかったが、

冬季は夏季に比べさらに少ない傾向にあった。 

 主な利用内容は、夏季は貞山運河における釣り、冬季は犬の散歩をする人の姿が確認された。 

 主な利用状況の写真は、図 3.4-5のとおりである。 

 

表 3.4-4 利用者数調査結果（貞山公園） 

調査日 天 候 大 人 子 供 合 計 

夏 季 2021年８月20日（金） 曇り後晴れ 16名 6名 22名 

冬 季 2021年12月21日（火） 晴れ時々曇り 3名 0名 3名 

注：１．調査時間帯は、8:00～17:00とした。 

  ２．利用者数は、調査した各時間帯の利用者数の合計値を示した。 
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    釣りをする利用者（調査時期：夏季）       犬と散歩する利用者（調査時期：冬季） 

図 3.4-5 触れ合いの場の利用状況（貞山公園） 

 

イ．大木囲貝塚公園 

 大木囲貝塚公園の利用者数調査は、2021年８月20日に夏季調査、2021年12月21日に冬季調査

を実施した。利用者数は表 3.4-5のとおりであり、夏季で８名、冬季で２名と全体的に少なか

ったが、冬季は夏季に比べさらに少ない傾向にあった。 

 主な利用内容は、夏季・冬季ともに散歩や草花鑑賞をする人の姿が確認された。 

 主な利用状況の写真は、図 3.4-6のとおりである。 

 

表 3.4-5 利用者数調査結果（大木囲貝塚公園） 

調査日 天 候 大 人 子 供 合 計 

夏 季 2021年８月20日（金） 曇り後晴れ 8名 0名 8名 

冬 季 2021年12月21日（火） 晴れ時々曇り 2名 0名 2名 

注：１．調査時間帯は、8:00～17:00とした。 

  ２．利用者数は、調査した各時間帯の利用者数の合計値を示した。 

 

   
   散歩をする利用者（調査時期：夏季）         散歩する利用者（調査時期：冬季） 

図 3.4-6 触れ合いの場の利用状況（大木囲貝塚公園） 
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ウ．蒲生干潟・日和山 

 蒲生干潟・日和山の利用者数は表3.4-6のとおりであり、利用者の約９割が大人であった。利

用者は秋季に多く、冬季は少ない傾向にあった。 

 主な利用内容は、干潟前面海域でのサーフィン及び七北田川沿いでの釣りであり、主な利用

者の属性は、サーファーや大人の釣り人であった。午前中は向洋海浜公園から海沿いを移動し

てきたサーファーによって主に利用されていたが、午後になるとサーファーは減少した。釣り

については、冬季の利用者は確認されなかったが、その他の季節では、時間帯に関わらず常に

数名の利用者が確認された。その他の活動としては、散歩やバードウォッチングをする人の姿

が春に多く確認された。 

 公園までのアクセスについては、主に県内から自動車で来園する利用者が多くを占めた。 

 主な利用状況の写真は、図 3.4-7のとおりである。 

 

表 3.4-6 利用者数調査結果（蒲生干潟・日和山） 

調査日 天 候 大 人 子 供 合 計 

秋 季 2016年11月20日（日） 曇り 183 名 5 名 188 名 

冬 季 2017年２月12日（日） 曇り後晴れ 59 名 0 名 59 名 

春 季 2017年４月30日（日） 晴れ 104 名 14 名 118 名 

夏 季 2017年８月27日（日） 晴れ 113 名 6 名 119 名 

注：１．調査時間帯は、8:00～17:00とした。 

  ２．利用者数は、調査した各時間帯の利用者数の合計値を示した。 

  ３．本調査結果は、評価書に記す調査結果より抜粋した。 

 

   
  サーフィンをする利用者（調査時期：夏季）    バードウォッチングをする利用者（調査時期：秋季） 

図 3.4-7 触れ合いの場の利用状況（蒲生干潟・日和山） 

 

3.4.2 予 測 

(1) 工事による影響（資材等の運搬） 

① 予測内容 

 予測内容は、工事中における工事事務所～七ヶ浜仮設用地等及び工事事務所～蒲生仮設用地

の間の資材等の運搬による自然との触れ合いの場の利用状況への影響及び自然との触れ合いの

場の利用環境への影響とした。 
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② 予測地域等 

 予測地域及び予測地点は、調査地域及び調査地点と同様とした。 

 

③ 予測対象時期 

 工事事務所～七ヶ浜仮設用地等の間の資材等の運搬に係る予測時期は、工事用車両の走行台

数が最大となる2023年７月とした。工事事務所～蒲生仮設用地の間の資材等の運搬に係る予測

時期は、工事用車両の走行台数が最大となる2023年１月とした。 

 

④ 予測方法 

 資材等の運搬に係る予測方法は、調査結果と資材等の運搬に係る事業計画に基づき、重ね合

わせ及び事例の引用・解析により予測するものとした。 

 

⑤ 予測条件 

 工事用車両の主要な交通ルートは図 3.4-1、計画地周辺の路線における工事中交通量及び工

事用車両の割合は表 3.4-7のとおりである。 

 貞山公園への主要なアクセスルートは隣接する県道23号、大木囲貝塚公園への主要なアクセ

スルートは仙台塩釜港（塩釜港区）臨港道路東宮幹線と考えられることから、これらのルート

における工事用車両の通行状況等によっては、利用環境に影響を及ぼす可能性がある。 

 

表 3.4-7 触れ合いの場への主要なアクセスルートの交通量及び工事用車両の割合 

触れ合いの場への 

主要なアクセスルート 

予測 

地点 

工事中交通量及び工事用車両の割合 

項 目 大型車類 小型車類 

県道23号 １ 

工事中交通量 4,858 台 16,870 台 

 うち工事用車両 32 台 8 台 

工事用車両の割合 0.7 ％ 0.0 ％ 

仙台塩釜港（塩釜港区）臨港道路 

東宮幹線 
２ 

工事中交通量 1,070 台 7,000 台 

 うち工事用車両 32 台 8 台 

工事用車両の割合 3.0 ％ 0.1 ％ 

仙台塩釜港（仙台港区）臨港道路 

蒲生幹線 
３ 

工事中交通量 6,865 台 10,281 台 

 うち工事用車両 54 台 0 台 

工事用車両の割合 0.8 ％ 0 ％ 

注：１．工事中交通量は、工事用車両が通行する平日における現況交通量を将来基礎交通量とした。 

  ２．現況交通量は、「表 3.1-10 工事中の将来交通量」に示す工事中の将来交通量とした。 

  ３．「0.0」は、四捨五入の結果0.1に満たないことを示す。 

 

⑥ 予測結果 

 自然との触れ合いの場への主要なアクセスルートにおいて工事用車両が通行するが、現況交

通量に対する割合は0～3.0％程度と予測された。 

 なお、自然との触れ合いの場の利用者が多く集まると考えられる休日には、工事用車両は通

行しない計画である。 
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(2) 工事による影響（重機の稼働） 

① 予測内容 

 予測内容は、蒲生仮設用地における重機の稼働による自然との触れ合いの場の状況及び利用

環境への影響とした。 

 

② 予測地域等 

 予測地域及び予測地点は、蒲生仮設用地における埋戻し土の仮置きにより自然との触れ合い

の場に対する影響が想定される地域として、蒲生干潟とした。 

 

③ 予測対象時期 

 予測対象時期は、蒲生仮設用地において重機が稼働する2022年８月～2023年９月の間におい

て、重機の稼働台数が最大となる時期とした。 

 

④ 予測方法 

 重機の稼働に係る予測方法は、調査結果と埋戻し土の仮置きに係る工事計画に基づき、重ね

合わせ及び事例の引用・解析により予測するものとした。 

 

⑤ 予測条件 

 蒲生仮設用地における埋戻し土の仮置きに使用する重機の種類及び台数は、表3.4-8に示すと

おりであり、重機の稼働範囲は、図3.4-8に示すとおりである。 

 重機の稼働台数は工事の進捗状況に応じて変化するが、１日当たりの最大稼働台数は表 

3.4-8のとおりであり、安全側をみて最大稼働台数が継続することで予測した。 

 

表 3.4-8 重機の種類及び台数等 

重機の種類 
定格出力 

(kW) 

稼働台数 

（台） 

騒音レベル  

(dB) 

バックホウ 1.2 ㎥級 201 2 103 

バックホウ 0.8 ㎥級 123 2 102 

ブルドーザ 5ｔ級 32 1 103 
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図 3.4-8 蒲生仮設用地における重機の稼働範囲 
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⑥ 予測結果 

 重機の稼働による大気質の予測結果のうち、二酸化窒素の予測結果は表3.1-25及び図3.1-7、

浮遊粒子状物質の予測結果は表3.1-27及び図3.1-8に示すとおりであり、いずれも環境基準及び

仙台市環境基本計画定量目標を下回ると予測された。粉じんについては、年間で11.1％の割合

で粉じん飛散が発生すると予測された。 

 重機の稼働による騒音の予測結果は表3.2-14及び図3.2-8に示すとおりであり、「特定建設作

業に伴つて発生する騒音の規制に関する基準」（昭和43年11月27日厚生省・建設省告示１号）を

下回ると予測された。 

 重機の稼働による振動の予測結果は表3.3-9及び図3.3-5に示すとおりであり、｢振動規制法｣

（昭和51年6月10日法律第64号）に基づく特定建設作業に伴う振動の規制基準を下回ると予測さ

れた。 

 

3.4.3 環境の保全及び創造のための措置 

(1) 工事による影響（資材等の運搬） 

 工事用車両の通行に伴う自然との触れ合いの場の利用環境への影響を予測した結果、その割合

は0～3.0％程度と少なく、また、自然との触れ合いの場の利用者が多く集まると考えられる休日

には、工事用車両は自然との触れ合いの場の主要なアクセスルートを通行しないことから、自然

との触れ合いの場の利用環境への影響は少ないと予測された。 

 本事業の実施に当たっては、工事用車両の通行に伴う自然との触れ合いの場の利用環境への影

響を可能な限り低減するため、表3.4-9に示す保全措置を講ずることとする。 

 

表 3.4-9 環境の保全及び創造のための措置（資材等の運搬） 

環境影響要因 環境の保全及び創造のための措置の内容 

工事による影響 

（資材等の運搬） 

・ボイラ等の大型機器は、可能な限り工場組立及び海上輸送とし、工事関係車両台
数を削減する。 

・全体的な車両の走行台数を削減するため、効率的な運行（通行台数の削減）に努

める。 

・工事計画の策定にあたっては、工事用車両が一時的に集中しないよう工事工程を

平準化し、計画的かつ効率的な運行に努める。 

・工事用車両の運転者へ走行ルートや運行時間等を周知させるとともに、安全教育

を実施し、交通法規の遵守及び安全運転の実施を徹底させる。 

・主要な道路交通ルート上の交差部には、工事用車両が集中する時間帯において、

適宜、交通誘導員を配置し交通渋滞の緩和に努めるとともに、通行人や通行車両

の安全を確保する。 

 

(2) 工事による影響（重機の稼働） 

 重機等の稼働に伴う二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の影響を予測した結果、環境基準値及び仙

台市環境基本計画の定量目標を満足すると予測された。また、粉じん（降下ばいじん）の影響を

予測した結果、粉じん発生の可能性があると予測された。騒音については「特定建設作業に伴つ

て発生する騒音の規制に関する基準」（昭和43年厚生省・建設省告示第１号）に定める特定建設

作業に係る規制基準を満足すると予測され、振動については「振動規制法」に定める特定建設作

業に係る規制基準を満足すると予測された。 

 蒲生仮設用地における埋戻し土の仮置きに伴う重機の稼働に当たっては、重機の稼働に伴う影

響を可能な限り低減するため、表 3.4-10に示す環境保全措置を講ずることとする。 
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表 3.4-10 環境の保全及び創造のための措置（重機の稼働） 

環境影響要因 環境の保全及び創造のための措置の内容 

工事による影響 

（重機の稼働） 

【二酸化窒素、浮遊粒子状物質】 

・全体的な重機の稼働台数を削減するため、効率的な運行（台数・稼働時間の削減）

に努める。 

・極力、排出ガス対策型の建設機械を使用するとともに、重機の点検、整備等を適宜

実施することで性能維持に努め、重機の稼働に伴う排ガスの排出量を低減する。 

・重機の稼働に当たっては、不要なアイドリングや空ふかし等の高負荷運転をしない

よう、作業員を指導・教育する。 

・重機の稼働が一時的に集中しないよう、工程の平準化に努める。 

 

【粉じん】 

・全体的な粉じんの発生を抑制するため、効率的な運行（埋戻し土仮置き場の面積削

減）に努める。 

・重機の稼働が一時的に集中しないよう、工程の平準化に努める。 

・埋戻し土の仮置きを行う蒲生仮設用地の周囲に防塵フェンス又は仮囲いを設置し、

粉じんの飛散を防止する。 

・粉じんが発生する作業を行う際は、必要に応じ散水等による粉じんの飛散防止を図

る。 

・埋戻し土の仮置きが一定程度長期に及ぶ場合は可能な限り防塵シート等で覆い、更

なる粉じんの飛散防止に努める。 

 

【騒音】 

・全体的な重機の稼働台数を削減するため、効率的な運行（台数・稼働時間の削減）

に努める。 

・極力、低騒音型の建設機械を使用するとともに、重機の点検、整備等を適宜実施す

ることで性能維持に努め、重機の稼働に伴う騒音の発生を低減する。 

・重機の稼働に当たっては、不要なアイドリングや空ふかし等の高負荷運転をしない

よう、作業員を指導・教育する。 

・重機の稼働が一時的に集中しないよう、工程の平準化に努める。 

・保全対象となる蒲生干潟の利用者等より騒音に関する苦情が生じた際には、必要な

対策を適宜実施する。 

 

【振動】 

・全体的な重機の稼働台数を削減するため、効率的な運行（台数・稼働時間の削減）
に努める。 

・極力、低振動型の建設機械を使用するとともに、重機の点検、整備等を適宜実施す
ることで性能維持に努め、重機の稼働に伴う振動の発生を低減する。 

・重機の稼働に当たっては、不要なアイドリングや空ふかし等の高負荷運転をしない
よう、作業員を指導・教育する。 

・重機の稼働が一時的に集中しないよう、工程の平準化に努める。 

・保全対象となる蒲生干潟の利用者等より振動に関する苦情が生じた際には、必要な

対策を適宜実施する。 

 

3.4.4 評 価 

(1) 工事による影響（資材等の運搬） 

① 回避・低減に係る評価 

ア．評価方法 

 予測結果を踏まえ、工事用車両の通行に伴う自然との触れ合いの場の利用環境への影響の低

減について、実行可能な範囲で回避・低減が図られているか否かを判断した。 
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イ．評価結果 

 自然との触れ合いの場への主要なアクセスルートにおいて工事用車両が通行するが、その割

合は0～3.0％と少なく、また、自然との触れ合いの場の利用者が多く集まると考えられる休日

には、工事用車両は自然との触れ合いの場の主要なアクセスルートを通行しないことから、計

画地周辺の自然との触れ合いの場の利用環境への影響は少ないと予測された。 

 工事用車両の通行に当たっては、工事用車両の通行に関する環境保全及び創造のための措置

として、効率的な運行による通行台数の削減、工事工程の平準化による工事用車両通行量の平

準化、安全教育の実施等の影響の抑制が図られていることから、資材等の運搬に伴う自然との

触れ合いの場への影響は実行可能な範囲内で回避・低減が図られているものと評価する。 

 

(2) 工事による影響（重機の稼働） 

① 回避・低減に係る評価 

ア．評価方法 

 予測結果を踏まえ、重機の稼働に伴う自然との触れ合いの場の利用環境への影響の低減につ

いて、実行可能な範囲で回避・低減が図られているか否かを判断した。 

 

イ．評価結果 

 蒲生仮設用地における埋戻し土の仮置きに当たっては、重機の稼働に関する環境保全及び創

造のための措置として、効率的な運行による重機の稼働台数及び稼働時間の削減、埋戻し土仮

置き場の面積削減、不要なアイドリングや空ふかし等の高負荷運転の禁止指導等の重機の稼働

に伴う大気質、騒音、振動の影響を低減し、自然との触れ合いの場である蒲生干潟の利用環境

への影響低減が図られている。 

 したがって、重機の稼働に伴う自然との触れ合いの場への影響は実行可能な範囲内で回避・

低減が図られているものと評価する。 
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3.5 廃棄物等 

3.5.1 現況調査 

 現況調査は実施しない。 

 

3.5.2 予 測 

(1) 工事による影響（切土・盛土・発破・掘削等） 

① 予測内容（残土） 

 予測内容は、切土・盛土、発破・掘削等に伴う残土の発生量及び現場内流用等による削減状

況等とした。 

 

② 予測地域等 

 予測地域は、計画地内とした。 

 

③ 予測対象時期 

 予測対象時期は、工事期間全体とした。 

 

④ 予測方法（残土） 

 工事に伴う建設発生土の発生量及び埋戻しへの利用による削減状況等の予測は、プラント 

メーカが検討した工事計画を基に、工事による残土の発生量を算定する方法とした。 

 

⑤ 予測条件（残土） 

 工事に伴い発生が想定される建設発生土量及び有効利用率は、表 3.5-1のとおりである。 

 

表 3.5-1 工事に伴う建設発生土量及び有効利用率 

項 目 今回の変更計画 

工事項目 掘削工事 

発生土量 約 68,600 ㎥ 

場外にて仮置き後 

場内で埋戻し再利用 
約 18,300 ㎥ 

有効利用率：100％ 
場外利用土量 

（計画地外土地造成等に利用）
約 50,300 ㎥ 

 

⑥ 予測結果 

 工事に伴い発生する建設発生土は、表 3.5-2のとおりである。発生する建設発生土の総量は

約68,600㎥であり、場外にて仮置き後に場内にて埋戻し利用する量が約18,300㎥、計画地外で

土地造成等に利用する量が約50,300㎥であり、発生土量の全量を有効利用することから有効利

用率は100％と予測された。 

 

表 3.5-2 工事に伴う建設発生土量及び利用土量 

工事項目 
 

発生土量 
 

場外仮置き後 
埋戻し再利用 

利用土量 

 

残土量 

掘削工事 約68,600㎥ 約18,300㎥ 約50,300㎥ なし 

  

計画地外土地造成又は 

土石採取後の埋戻しに利用 
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3.5.3 環境の保全及び創造のための措置 

(1) 工事による影響（切土・盛土・発破・掘削等） 

 掘削等に伴い発生する残土量を予測した結果、約68,600㎥が発生し、場外にて仮置き後に場内

にて埋戻し利用する量が約18,300㎥、計画地外で土地造成等に利用する量が約50,300㎥であり、

発生土量の全量を有効利用（有効利用率100％）すると予測された。 

 埋戻し土の場外仮置き及び建設発生土の場外利用に当たっては、表 3.5-3に示す環境の保全及

び創造のための措置を講ずることとする。 

 

表 3.5-3 環境の保全及び創造のための措置（切土・盛土・発破・掘削等） 

環境影響要因 環境の保全及び創造のための措置の内容 

工事による影響 

（切土・盛土・発

破・掘削等） 

・埋戻し土の場外仮置き及び場外利用に当たっては、事前に「土砂等の埋立て等の

規制に関する条例」（令和元年宮城県条例第74号）に基づく許可を取得し、同条例

に基づく災害等の発生防止措置を講じる。 

 

3.5.4 評 価 

(1) 工事による影響（切土・盛土・発破・掘削等） 

① 回避・低減に係る評価 

ア．評価方法 

 予測結果を踏まえ、工事計画により発生する残土量について実行可能な範囲で最大限の回

避・低減が図られているか否かを判断した。 

 

イ．評価結果 

 工事により発生した建設発生土は、一部を場外にて仮置き後に埋戻し等に再利用するととも

に、残余については場外にて土地造成等に利用し、工事により発生した建設発生土の全量を有

効利用することから、実行可能な範囲で回避・低減が図られているものと評価する。 

 

② 基準や目標との整合性に係る評価 

ア．評価方法 

 予測結果が、表 3.5-4に示す基準等と整合性が図られているかを評価した。 

 

表 3.5-4 整合を図る基準・目標（切土・盛土・発破・掘削等） 

環境影響要因 整合を図る基準・目標の内容 

工事による影響 

(切土・盛土・発破・掘削等)

・「建設リサイクル推進計画2014」（平成26年、国土交通省）における平成30年度目標値

建設発生土（有効利用率）･･･80％以上 

 

イ．評価結果 

 工事に伴い発生する建設発生土の有効利用率は100％であり「建設リサイクル推進計画2014」

における目標値を満足することから、上記の目標と整合が図られているものと評価する。 
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3.6 温室効果ガス等 

3.6.1 現況調査 

 現況調査は実施しない。 

 

3.6.2 予 測 

(1) 工事による影響（資材等の運搬） 

① 予測内容 

 予測内容は、工事計画を変更することにより変化が生じる可能性のある、資材等の運搬に係

る自動車の走行に伴い排出する二酸化炭素及びその他の温室効果ガス（メタン及び一酸化二窒

素）の排出量とした。 

 

② 予測地域等 

 予測地域は、計画地から資材等の搬入出までの範囲とした。発生源が固定発生源でないこと

から、特定の予測地点は設定しなかった。 

 

③ 予測対象時期・予測方法 

 予測対象時期・予測方法は、評価書に示すとおりとした。 

 

④ 予測条件 

ア．単位発熱量及び排出係数 

 資材等の運搬に係る自動車の走行に伴う燃料ごとの単位発熱量と温室効果ガスの排出係数は、

評価書に示すとおりとした。 

 

イ．燃料使用量 

 資材等の運搬に係る自動車の走行に伴う燃料使用量は、表 3.6-1のとおりである。 

 

表 3.6-1 資材等の運搬に係る自動車の燃料使用量 

環境影響要因 車種分類1 燃料の種類 
延べ台数 

〔台〕 

総走行距離 

〔km〕 

燃費2 

［km/L］ 

燃料使用量 

[kL] 

工事による影響 

（資材等の運搬） 

小型車類 ガソリン 223,325 8,915,150 7.15 1,246.9 

大型車類 軽 油 94,651 3,780,158 3.00 1,260.1 

注：１．車種分類は、従業員の通勤車両を小型車類とし、通勤車両以外は大型車類とした。 

  ２．燃費は、「温室効果ガス算定・報告マニュアル」（平成30年、環境省・経済産業省）を参照し、大型車類は、営業

用の軽油車の最大積載量6,000kg以上の平均値、小型車類は、自家用のガソリン車の最大積載量1,999kgの値を用い

た。 

  ３．資材等の運搬に係る車両の延べ台数及び総走行距離の内訳は、「表1-7 月別工事用車両通行台数（延べ台数）の

変更概要」に示すとおりである。 

 

⑤ 予測結果 

 工事中における資材等の運搬に係る自動車の走行に伴う温室効果ガスの排出量は、表 3.6-2

のとおりである。 

 また、工事中における資材等の運搬に係る自動車の走行に伴う温室効果ガスの排出量につい

て評価書時点と比較した結果は表 3.6-3のとおりであり、工事用車両の延べ台数及び走行距離

が評価書時点での計画より削減したことから、約3,500 t-CO2の温室効果ガス排出量が削減され

る。  
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表 3.6-2 資材等の運搬に係る温室効果ガス排出量の予測結果（自動車の走行） 

環境影響要因 区分 
総排出量 

[t] 
地球温暖化係数 

温室効果ガス排出量

[t-CO2] 

工事による影響 

（資材等の運搬） 
自動車の走行 

二酸化炭素 6,152.0 1 6,152.0 

メタン 0.1 25 2.5 

一酸化二窒素 0.4 298 119.2 

  計 6,273.7 

 

表 3.6-3 資材等の運搬に係る温室効果ガス排出量の予測結果の比較（自動車の走行） 

項 目 

温室効果ガス排出量 

工事計画変更 評価書時点 

二酸化炭素 メタン 一酸化二窒素 計 二酸化炭素 メタン 一酸化二窒素 計 

温室効果ガス 

排出量 

[t-CO2] 

6,152.0 2.5 119.2 6,273.7 9,585.4 5.0 149.0 9,739.4 

 

3.6.3 環境の保全及び創造のための措置 

(1) 工事による影響（資材等の運搬） 

 工事計画を変更することにより変化が生じる可能性のある、資材等の運搬に係る自動車の走行

に伴い排出する二酸化炭素及びその他の温室効果ガス（メタン及び一酸化二窒素）の排出量を予

測した結果、工事期間全体で6,273.7 t-CO2と予測された。 

 本事業の実施に当たっては、資材等の運搬に伴う温室効果ガス等の排出量を可能な限り低減す

るため、表 3.6-4に示す環境保全措置を講ずることとする。 

 

表 3.6-4 環境の保全及び創造のための措置（資材等の運搬：自動車の走行） 

環境影響要因 環境の保全及び創造のための措置の内容 

工事による影響 

（資材等の運搬） 

○資材等の運搬に係る自動車の走行 

・ボイラ等の大型機器は、可能な限り工場組立及び海上輸送とし、工事関係車両台数

を削減することにより、車両の通行に伴う温室効果ガス等の排出量を削減する。 

・全体的な工事用車両の走行台数を削減するため、効率的な運行（台数・走行時間の

削減）に努める。 

・極力、低排出ガス認定自動車や低燃費車(燃費基準達成車)を使用するとともに、車

両の点検、整備等を適宜実施することで性能維持に努め、排気ガスに含まれる温室

効果ガス等の排出量を低減する。 

・車両の走行に当たっては、不要なアイドリングや空ふかし、過積載や急加速等の高

負荷運転をしないよう、運転手を指導・教育する。 

 

3.6.4 評 価 

(1) 工事による影響（資材等の運搬） 

① 回避・低減に係る評価 

ア．評価方法 

 予測結果が、表 3.6-5に示す基準等と整合性が図られているかを評価した。 
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表 3.6-5 整合を図る基準・目標（資材等の運搬） 

環境影響要因 整合を図る基準・目標の内容 

工事による影響 

（資材等の運搬） 
・「杜の都環境プラン 仙台市環境基本計画 2021-2030」（令和３年３月、仙台市）にお

ける環境配慮の指針のうち、事業者に期待される役割と行動の指針 

自動車を運転する際は、急発進や急加速をしない、不要な荷物は積まず積載重量

を軽減するなどエコドライブを心掛け、燃料使用量の削減に努める。 

 

イ．評価結果 

 建設工事の実施に当たっては、自動車の走行に関する環境保全及び創造のための措置として、

不要なアイドリングや空ふかし等の高負荷運転の禁止指導、車両の点検、整備、過積載禁止等

の実施指導等による温室効果ガス排出量削減が図られていることから、資材等の運搬に係る上

記の目標と整合が図られているものと評価する。 
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4．事後調査計画の変更 

 工事中における事後調査計画について、以下のとおり変更する。 

 なお、供用時における事後調査計画については、評価書及び令和２年度第６回仙台市環境影響評価

審査会（令和３年２月１日開催）において報告した内容より変更はない。 

 

4.1 事後調査内容 

 工事計画の変更内容に応じて、事後調査の場所及び事後調査期間について評価書に示した内容より

変更する。評価書時点より変更した工事中における事後調査の内容は、表 4-1 に示すとおりである。 

 なお、調査期間については、現段階の工事計画に基づく想定時期であり、工事の進捗状況等によ

って前後する可能性がある。 

 

【評価書より変更した内容を「赤文字」で示す。】 

 

表 4-1(1) 工事中における事後調査の内容（大気質：資材等の運搬） 

調査項目 調査方法 調査地域等 調査期間・頻度等 

工 
事 
に 
よ 
る 
影 
響 
 

資 
材 
等 
の 
運 
搬 
 

二酸化窒素  調査方法は、評価

書「8.1 大気質」の

現地調査の方法に準

拠する（簡易法）。 

・測定高さ：1.5ｍ 

 調査地点は、工事用車両の通行を

計画しているルート沿道の５調査

地点とする（図4-1参照）。 

①：多賀城市町前1-1-20地先 

②：仙台市宮城野区出花3-27-1地先

③：仙台市宮城野区蒲生1-5-1地先

④：宮城県多賀城市大代3-7-72地先

⑤：宮城県宮城郡七ヶ浜町境山2-1

地先 
 

 なお、評価書に「③：仙台市宮城

野区港2-5地先」として示した調査

地点は、工事中の主要な交通ルート

に選定しない計画に変更したため、

調査は実施しないこととする。 

 

 調査時期は、以下のとお

りとする。 

【①、②】 

 調査期間は、外部～工事

事務所の間を運行する工

事用車両の排ガス月別排

出量が最大となる工事着

手後11ヶ月目（2022年12

月）を予定する。 

【③】 

 調査期間は、工事事務所

～蒲生仮設用地の間を運

行する工事用車両の排ガ

ス月別排出量が最大とな

る工事着手後12ヶ月目

(2023年1月)を予定する。

【④、⑤】 

 調査期間は、工事事務所

～七ヶ浜仮設用地の間を

運行する工事用車両の排

ガス月別排出量が最大と

なる工事着手後18ヶ月目

(2023年7月)を予定する。
 

 調査期間は、工事用車両

を運行する各ルートにお

ける排ガス月別排出量が

最大となる時期について、

１回×７日間（168時間連

続）とする。 
 

    塩釜自排局及び

中野環境局の測定

結果を整理する（公

定法）。 
 

  浮遊粒子状物質  塩釜自排局及び

中野環境局の測定

結果を整理する（公

定法）。 
 

  交通量  調査方法は、評価

書「8.2 騒音」の現

地調査の方法に準拠

する。 

 調査地点は、二酸化窒素（簡易法）

の調査地点と同様とする。 

 調査期間は、二酸化窒素

の調査期間のうち平日の

１日（24時間）を予定する。

 なお、休日は工事用車両

を運行しない計画に変更

したため、休日の調査は実

施しないこととする。 
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調査項目 調査方法 調査地域等 調査期間・頻度等 

工 
事 
に 
よ 
る 
影 
響 
 

資 
材 
等 
の 
運 
搬 

 

工事用車両 
(台数・通行経路)

 調査方法は、工事
記録の確認並びに必
要に応じてヒアリン
グ調査を実施する。

 調査地域は計画地、工事事務所、
七ヶ浜仮設用地、蒲生仮設用地及び
その周辺とする。 
 調査地点は、以下の４地点とする
（図4-1参照）。 
ａ：計画地出入口 
ｂ：工事事務所出入口 
ｃ：七ヶ浜仮設用地出入口 
ｄ：蒲生仮設用地出入口 

 調査期間は、以下のとお
りとする。 
・現地確認調査は、工事用

車両を運行する各ルー
トにおける排ガス月別
排出量が最大となる時
期とし、調査地点ごとの
調査時期は、以下のとお
りとする。 

【ａ、ｂ】 
 工事着手後11ヶ月目
(2022年12月)、12ヶ月目
(2023年1月)、18ヶ月目
(2023年7月) 
【ｃ】 
 工事着手後18ヶ月目
(2023年7月) 
【ｄ】 
 工事着手後12ヶ月目
(2023年1月) 
 
・記録の確認及びヒアリン

グは適宜実施する。 
 

  環境保全措置の 
実施状況 

 調査方法は、現地
確認調査及び記録の
確認並びに必要に応
じてヒアリング調査
を実施する。 
 

 調査地域は計画地内、工事事務
所、七ヶ浜仮設用地及び蒲生仮設用
地とする。 

 

表 4-1(2) 工事中における事後調査の内容（大気質：重機の稼働） 

調査項目 調査方法 調査地域等 調査期間・頻度等 

工 
事 
に 
よ 
る 
影 
響 
 

重 
機 
の 
稼 
働 
 

二酸化窒素  調査方法は、評価
書「8.1 大気質」の
現地調査の方法に準
拠する（簡易法）。 
・測定高さ：1.5ｍ 
 

 調査地域は蒲生仮設用地及びそ
の周辺とする。 
 調査地点は、蒲生仮設用地の東側
敷地境界付近とする（図4-2参照）。
□1 ：東側敷地境界付近 
 

 調査時期は、重機の稼働
が最大となる時期として
蒲生仮設用地における埋
戻し土及び場外利用土量
の搬出入量が最大となる
時期(2023年1月)を予定す
る。 
 調査期間は１回×７日
間（168時間連続）とする。
る。 
 

    中野環境局の測定
結果を整理する（公
定法）。 
 

  浮遊粒子状物質  中野環境局の測定
結果を整理する（公
定法）。 
 

 

  粉じん 
（降下ばいじん）
 

 調査補法は、「衛生
試験法・注解」（令和
２年、公益社団法人
日本薬学会編）に準
じる方法（ダストジ
ャー法）とする。 
 

  調査時期は、重機の稼働
が最大となる時期として
蒲生仮設用地における埋
戻し土及び場外利用土量
の搬出入量が最大となる
時期(2023年1月)を予定す
る。 
 調査期間は１回×30日
間とする。 
 

  風向・風速  中野環境局の風
向・風速結果を整理
する。 
 

 

  重機の稼働台数  調査方法は、工事
記録の確認並びに必
要に応じてヒアリン
グ調査を実施する。
 

 調査地域は蒲生仮設用地内とす
る。 
 

 調査期間は、以下のとお
りとする。 
・現地確認調査は、重機の

稼働が最大となる時期
として蒲生仮設用地に
おける埋戻し土及び場
外利用土量の搬出入量
が最大となる時期(2023
年1月)を予定する。 

・記録の確認及びヒアリ
ングは適宜実施する。 

 

  環境保全措置の 
実施状況 

 調査方法は、現地
確認調査及び記録の
確認並びに必要に応
じてヒアリング調査
を実施する。 
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表 4-1(3) 工事中における事後調査の内容（騒音：資材等の運搬） 

調査項目 調査方法 調査地域等 調査期間・頻度等 

工 
事 
に 
よ 
る 
影 
響 

 

資 
材 
等 
の 
運 
搬 

 

騒音レベル 

(L Aeq) 

 調査方法は、評価

書「8.2 騒音」の現

地調査の方法に準

拠する。 

・測定高さ：1.2ｍ

 調査地点は、工事用車両の通行を

計画しているルート沿道の５調査

地点とする（図4-1参照）。 

①：多賀城市町前1-1-20地先 

②：仙台市宮城野区出花3-27-1地先

③：仙台市宮城野区蒲生1-5-1地先

④：宮城県多賀城市大代3-7-72地先

⑤：宮城県宮城郡七ヶ浜町境山2-1

地先 

 

 なお、評価書に「③：仙台市宮城

野区港2-5地先」として示した調査

地点は、工事中の主要な交通ルート

に選定しない計画に変更したため、

調査は実施しないこととする。 

 

 

 調査時期は、以下のとお

りとする。 

【①、②】 

 調査期間は、外部～工事

事務所の間を運行する工

事用車両の小型車換算自

動車通行量が最大となる

工事着手後10ヶ月目（2022

年11月）を予定する。 

【③】 

 調査期間は、工事事務所

～蒲生仮設用地の間を運

行する工事用車両の小型

車換算自動車通行量が最

大となる工事着手後12ヶ

月目(2023年1月)を予定す

る。 

【④、⑤】 

 調査期間は、工事事務所

～七ヶ浜仮設用地の間を

運行する工事用車両の小

型車換算自動車通行量が

最大となる工事着手後18

ヶ月目(2023年7月)を予定

する。 

 

 調査期間は、調査時期の

うち平日の１日（24時間連

続）とする。 

 なお、休日は工事用車両

を運行しない計画に変更

したため、休日の調査は実

施しないこととする。 

 

交通量  調査方法は、評価

書「8.2 騒音」の現

地調査の方法に準

拠する。 

  工事用車両 

(台数・通行経路)

 調査方法は、工事

記録の確認並びに必

要に応じてヒアリン

グ調査を実施する。

 調査地域は計画地、工事事務所、

七ヶ浜仮設用地、蒲生仮設用地及び

その周辺とする。 

 調査地点は、以下の４地点とする

（図4-1参照）。 

ａ：計画地出入口 

ｂ：工事事務所出入口 

ｃ：七ヶ浜仮設用地出入口 

ｄ：蒲生仮設用地出入口 

 

 調査期間は、以下のとお

りとする。 

・現地確認調査は、工事用

車両を運行する各ルー

トにおける小型車換算

自動車通行量が最大と

なる時期（工事着手後10

ヶ月目(2022年11月)、12

ヶ月目(2023年1月)、18

ヶ月目(2023年7月)）を

予定する。 

・記録の確認及びヒアリ

ングは適宜実施する。 

 

  環境保全措置の 

実施状況 

 調査方法は、現地

確認調査及び記録の

確認並びに必要に応

じてヒアリング調査

を実施する。 

 調査地域は計画地内、工事事務

所、七ヶ浜仮設用地及び蒲生仮設用

地とする。 
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表 4-1(4) 工事中における事後調査の内容（騒音：重機の稼働） 

調査項目 調査方法 調査地域等 調査期間・頻度等 

工 
事 
に 
よ 
る 
影 
響 
 

重 
機 
の 
稼 
働 
 

騒音レベル 

（L A5・L Aeq） 

 調査方法は、評価

書「8.2 騒音」の現

地調査の方法に準

拠する（L 5・L Aeq）。

・測定高さ：1.2ｍ

 

 調査地点は、蒲生仮設用地の東側

に位置する蒲生干潟に近接する東

側敷地境界の付近とする（図4-2参

照）。 

□1 ：東側敷地境界付近 

 

 調査時期は、重機の稼働

が最大となると想定され

る時期として蒲生仮設用

地における埋戻し土の搬

出入量が最大となる時期

(2023年1月)を予定する。

 調査期間は重機が稼働

する平日の１回（8～17時）

とする。 

 
  重機の稼働台数  調査方法は、工事

記録の確認並びに必

要に応じてヒアリン

グ調査を実施する。

 

 調査地域は蒲生仮設用地とする。  調査期間は、以下のとお

りとする。 

・現地確認調査は、重機の

稼働が最大となる時期

として蒲生仮設用地に

おける埋戻し土及び場

外利用土量の搬出入量

が最大となる時期(2023

年1月)を予定する。 

・記録の確認及びヒアリ

ングは適宜実施する。 

 

  環境保全措置の 

実施状況 

 調査方法は、現地

確認調査及び記録の

確認並びに必要に応

じてヒアリング調査

を実施する。 
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表 4-1(5) 工事中における事後調査の内容（振動：資材等の運搬） 

調査項目 調査方法 調査地域等 調査期間・頻度等 

工 
事 
に 
よ 
る 
影 
響 

 

資 
材 
等 
の 
運 
搬 

 

振動レベル 

(L 10) 

 調査方法は、「8.3 

振動」の現地調査の

方法に準拠する。 

 調査地点は、工事用車両の通行を

計画しているルート沿道の５調査

地点とする（図4-1参照）。 

①：多賀城市町前1-1-20地先 

②：仙台市宮城野区出花3-27-1地先

③：仙台市宮城野区蒲生1-5-1地先

④：宮城県多賀城市大代3-7-72地先

⑤：宮城県宮城郡七ヶ浜町境山2-1

地先 

 

 なお、評価書に「③：仙台市宮城

野区港2-5地先」として示した調査

地点は、工事中の主要な交通ルート

に選定しない計画に変更したため、

調査は実施しないこととする。 

 

 調査時期は、以下のとお

りとする。 

【①、②】 

 調査期間は、外部～工事

事務所の間を運行する工

事用車両の小型車換算自

動車通行量が最大となる

工事着手後10ヶ月目（2022

年11月）を予定する。 

【③】 

 調査期間は、工事事務所

～蒲生仮設用地の間を運

行する工事用車両の小型

車換算自動車通行量が最

大となる工事着手後12ヶ

月目(2023年1月)を予定す

る。 

【④、⑤】 

 調査期間は、工事事務所

～七ヶ浜仮設用地の間を

運行する工事用車両の小

型車換算自動車通行量が

最大となる工事着手後18

ヶ月目(2023年7月)を予定

する。 

 

 調査期間は、調査時期の

うち平日の１日（24時間連

続）とする。 

 なお、休日は工事用車両

を運行しない計画に変更

したため、休日の調査は実

施しないこととする。 

 

交通量  調査方法は、「8.2 

騒音」の現地調査の

方法に準拠する。 

  工事用車両 

(台数・通行経路)

 調査方法は、工事

記録の確認並びに必

要に応じてヒアリン

グ調査を実施する。

 調査地域は計画地、工事事務所、

七ヶ浜仮設用地、蒲生仮設用地及び

その周辺とする。 

 調査地点は、以下の４地点とする

（図4-1参照）。 

ａ：計画地出入口 

ｂ：工事事務所出入口 

ｃ：七ヶ浜仮設用地出入口 

ｄ：蒲生仮設用地出入口 

 

 調査期間は、以下のとお

りとする。 

・現地確認調査は、工事用

車両を運行する各ルー

トにおける小型車換算

自動車通行量が最大と

なる時期（工事着手後10

ヶ月目(2022年11月)、12

ヶ月目(2023年1月)、18

ヶ月目(2023年7月)）を

予定する。 

・記録の確認及びヒアリ

ングは適宜実施する。 

 

  環境保全措置の 

実施状況 

 調査方法は、現地

確認調査及び記録の

確認並びに必要に応

じてヒアリング調査

を実施する。 

 調査地域は計画地内、工事事務

所、七ヶ浜仮設用地及び蒲生仮設用

地とする。 

 

  

131



 

表 4-1(6) 工事中における事後調査の内容（振動：重機の稼働） 

調査項目 調査方法 調査地域等 調査期間・頻度等 

工 
事 
に 
よ 
る 
影 
響 
 

重 
機 
の 
稼 
働 
 

振動レベル 

(L 10) 

 調査方法は、評価

書「8.3 振動」の現

地調査の方法に準

拠する（L 10）。 

 

 調査地点は、蒲生仮設用地の東側

に位置する蒲生干潟に近接する東

側敷地境界の付近とする（図4-2参

照）。 

□1 ：東側敷地境界付近 

 

 調査時期は、重機の稼働
が最大となると想定され
る時期として蒲生仮設用
地における埋戻し土の搬
出入量が最大となる時期
(2023年1月)を予定する。
 調査期間は重機が稼働
する平日の１回（8～17時）
とする。 
 

  重機の稼働台数  調査方法は、工事

記録の確認並びに必

要に応じてヒアリン

グ調査を実施する。

 

 調査地域は蒲生仮設用地とする。  調査期間は、以下のとお

りとする。 

・現地確認調査は、重機の

稼働が最大となる時期

として蒲生仮設用地に

おける埋戻し土及び場

外利用土量の搬出入量

が最大となる時期(2023

年1月)を予定する。 

・記録の確認及びヒアリ

ングは適宜実施する。 

 

  環境保全措置の 

実施状況 

 調査方法は、現地

確認調査及び記録の

確認並びに必要に応

じてヒアリング調査

を実施する。 
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図 4-1 工事中の事後調査地点（大気質・騒音・振動：資材等の運搬） 
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図 4-2 工事中の事後調査地点（大気質・騒音・振動：重機の稼働） 
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表 4-1(7) 工事中における事後調査の内容（自然との触れ合いの場：資材等の運搬） 

調査項目 調査方法 調査地域等 調査期間・頻度等 

工 
事 
に 
よ 
る 
影 
響 

 

資 
材 
等 
の 
運 
搬 

 

自然との触れ合

いの場 

 調査方法は、「8.10 

自然との触れ合いの

場」の現地調査の方

法に準拠する。 

 

 調査地域は工事中の主要な交通

ルート周辺とする。 

 調査地点は、以下の４地点とする

（図4-3参照）。 

①：向洋海浜公園 

②：蒲生干潟・日和山 

③：貞山公園 

④：大木囲貝塚公園 

 

 なお、評価書に「①：スリーエム

臨港パーク（仙台港中央公園）」と

して示した調査地点は、工事中の主

要な交通ルートに選定しない計画

に変更したため、調査は実施しない

こととする。 

 

 調査時期は、以下のとお

りとする。 

【①、②】 

 調査期間は、外部～工事

事務所の間を運行する工

事用車両の通行量が最大

となる工事着手後10ヶ月

目（2022年11月）及び工事

事務所～蒲生仮設用地の

間を運行する工事用車両

の通行量が最大となる工

事着手後12ヶ月目(2023年

1月)を予定する。 

 

【③、④】 

 調査期間は、工事事務所

～七ヶ浜仮設用地の間を

運行する工事用車両の通

行量が最大となる工事着

手後18ヶ月目(2023年7月)

を予定する。 

 

 調査期間は、調査時期の

うち平日の１日（24時間連

続）とする。 

 なお、休日は工事用車両

を運行しない計画に変更

したため、休日の調査は実

施しないこととする。 

 

  工事用車両 

(台数・通行経路)

 調査方法は、工事

記録の確認並びに必

要に応じてヒアリン

グ調査を実施する。

 調査地域は計画地、工事事務所、

七ヶ浜仮設用地、蒲生仮設用地及び

その周辺とする。 

 調査地点は、以下の４地点とする

（図4-3参照）。 

ａ：計画地出入口 

ｂ：工事事務所出入口 

ｃ：七ヶ浜仮設用地出入口 

ｄ：蒲生仮設用地出入口 

 

 調査期間は、以下のとお

りとする。 

・現地確認調査は、事用車

両を運行する各ルート

における通行量が最大

となる時期（工事着手後

10ヶ月目(2022年11月)、

12ヶ月目(2023年1月)、

18ヶ月目(2023年7月)）

を予定する。 

・記録の確認及びヒアリ

ングは適宜実施する。 

 

  環境保全措置の

実施状況 

 調査方法は、現地

確認調査及び記録の

確認並びに必要に応

じてヒアリング調査

を実施する。 

 調査地域は計画地、工事事務所、

七ヶ浜仮設用地及び蒲生仮設用地

とする。 
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図 4-3 工事中の事後調査地点（自然との触れ合いの場：資材等の運搬） 
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表 4-1(8) 工事中における事後調査の内容（廃棄物等：切土・盛土・発破・掘削等） 

調査項目 調査方法 調査地域等 調査期間・頻度等 

工 
事 
に 
よ 
る 
影 
響 

 

切 
土 
・ 
盛 
土 
・ 
発 
破 
・ 
掘 
削 
等 

 

残 土  調査方法は、工事

記録の確認並びに

必要に応じてヒア

リング調査を実施

し、発生量、処理方

法及び有効利用率

を確認する。 

 

 調査地域は、計画地内とする。  調査期間は、工事期間

全体のうち建設発生土が

生じる期間（2022年8月～

2025年4月）を予定する。

 

 環境保全措置の

実施状況 

 調査方法は、記録

の確認並びに必要に

応じて現地確認調査

及びヒアリング調査

を実施する。 

 

 調査地域は、計画地内とする。  調査期間は、工事期間

全体のうち建設発生土が

生じる期間（2022年8月～

2025年4月）を予定し、記

録の確認及びヒアリング

は適宜実施する。 

 

 建 
築 
物 
等 
の 
建 
築 
 

廃棄物  調査方法は、工事

記録の確認並びに

必要に応じてヒア

リング調査を実施

し、発生量、処理方

法及び有効利用率

を確認する。 

 

 調査地域は、計画地内とする。  調査期間は、工事期間

全体（2022年2月～2025年

10月）を予定する。 

 

  環境保全措置の

実施状況 

 調査方法は、記録

の確認並びに必要に

応じて現地確認調査

及びヒアリング調査

を実施する。 

 

 調査地域は、計画地内とする。  調査期間は、工事期間

全体（2022年2月～2025年

10月）を予定し、記録の

確認及びヒアリングは適

宜実施する。 

 

 

表 4-1(9) 工事中における事後調査の内容（温室効果ガス等：資材等の運搬） 

調査項目 調査方法 調査地域等 調査期間・頻度等 

工 
事 
に 
よ 
る 
影 
響 

 

資 
材 
等 
の 
運 
搬 

 

二酸化炭素及び

その他の温室効

果ガスの排出量 

 調査方法は、工事

記録の確認並びに必

要に応じて現地確認

調査及びヒアリング

調査を実施し、車両

の走行及び船舶の航

行による軽油・ガソ

リン等の液体燃料使

用量に基づく二酸化

炭素、メタン及び一

酸化二窒素の排出量

を算定する。 

 

 調査地域は、資材等の運搬を行う

範囲とする。 

 

 調査期間は、工事期間

全体（2022年2月～2025年

10月）を予定する。 

 

  環境保全措置の

実施状況 

 調査方法は、記録

の確認並びに必要に

応じて現地確認調査

及びヒアリング調査

を実施する。 

 

 調査地域は、計画地内とする。  調査期間は、工事期間

全体（2022年2月～2025年

10月）を予定し、記録の

確認及びヒアリングは適

宜実施する。 
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4.2 事後調査スケジュール 

 工事計画の変更計画に基づく事後調査スケジュール及び事後調査報告書の提出時期について、以

下のとおり変更する。 

 

(1) 事後調査スケジュールの変更 

 着工時期、工事工程、工事内容等の変更に伴い、工事中における事後調査スケジュールについ

て表4-2に示すとおり変更する。 

 なお、供用時の事後調査内容、事後調査スケジュール等は、令和２年度第６回仙台市環境影響

評価審査会（2021年２月１日開催）に報告した内容より変更ない。 

 

138



 

表
 4
-
2(
1
) 

 事
後
調
査
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
（
全
体
工
事
工
程
）
 

 
 

 

・
工

事
工
程
【

評
価

書
】

2
0
1
7
年

2
0
1
8
年

2
0
1
9
年

2
0
2
0
年

2
0
2
1
年

2
0
2
2
年

2
0
2
3
年

2
0
2
4
年

2
0
2
5
年

2
0
2
6
年

・
工

事
工
程
【

令
和

２
年

度
第

３
回

仙
台

市
環

境
影

響
評

価
審

査
会

(
2
0
2
2
/
2
/
1
開

催
)
へ

の
報

告
内

容
】

2
0
1
7
年

2
0
1
8
年

2
0
1
9
年

2
0
2
0
年

2
0
2
1
年

2
0
2
2
年

2
0
2
3
年

2
0
2
4
年

2
0
2
5
年

2
0
2
6
年

・
工

事
工
程
【

今
回

変
更

計
画

】

2
0
1
7
年

2
0
1
8
年

2
0
1
9
年

2
0
2
0
年

2
0
2
1
年

2
0
2
2
年

2
0
2
3
年

2
0
2
4
年

2
0
2
5
年

2
0
2
6
年

機
器

工
事

試
運

転

工
事

等
の

種
類

土
木

建
築

工
事工
事

等
の

種
類

土
木

建
築

工
事

機
器

工
事

試
運

転

工
事

等
の

種
類

準
備

工
事

土
木

建
築

工
事

機
器

工
事

試
運

転
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表
 
4
-
2
(
2
)
 
事
後
調
査
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
（
工
事
時
の
事
後
調
査
時
期
）
 

 
 ・
事

後
調

査
（

工
事

中
）
【

評
価

書
】

2
0
1
7
年

2
0
1
8
年

2
0
1
9
年

2
0
2
0
年

2
0
2
1
年

2
0
2
2
年

2
0
2
3
年

2
0
2
4
年

2
0
2
5
年

2
0
2
6
年

・
事

後
調

査
（

工
事

中
）
【

令
和

２
年

度
第

３
回

仙
台

市
環

境
影

響
評

価
審

査
会

(
2
0
2
2
/
2
/
1
開

催
)
へ

の
報

告
内

容
】

2
0
1
7
年

2
0
1
8
年

2
0
1
9
年

2
0
2
0
年

2
0
2
1
年

2
0
2
2
年

2
0
2
3
年

2
0
2
4
年

2
0
2
5
年

2
0
2
6
年

・
事

後
調

査
（

工
事

中
）
【

今
回

変
更

計
画

】

2
0
1
7
年

2
0
1
8
年

2
0
1
9
年

2
0
2
0
年

2
0
2
1
年

2
0
2
2
年

2
0
2
3
年

2
0
2
4
年

2
0
2
5
年

2
0
2
6
年

温
室

効
果

ガ
ス

等
資

材
等

の
運

搬

大
気

質
資

材
等

の
運

搬

騒
　

音
資

材
等

の
運

搬

廃
棄

物
等

切
土

・
盛

土
・

掘
削

等
建

築
物

等
の

建
築

温
室

効
果

ガ
ス

等
資

材
等

の
運

搬

項
　

目

振
　

動
資

材
等

の
運

搬

自
然

と
の

触
れ

合
い

の
場

資
材

等
の

運
搬

廃
棄

物
等

切
土

・
盛

土
・

掘
削

等
建

築
物

等
の

建
築

資
材

等
の

運
搬

資
材

等
の

運
搬

資
材

等
の

運
搬

自
然

と
の

触
れ

合
い

の
場

資
材

等
の

運
搬

廃
棄

物
等

切
土

・
盛

土
・

掘
削

等
建

築
物

等
の

建
築

温
室

効
果

ガ
ス

等
資

材
等

の
運

搬

騒
　

音

振
　

動

重
機

の
稼

働

重
機

の
稼

働

重
機

の
稼

働

大
気

質

項
　

目

資
材

等
の

運
搬

振
　

動
資

材
等

の
運

搬

自
然

と
の

触
れ

合
い

の
場

資
材

等
の

運
搬

大
気

質
資

材
等

の
運

搬

項
　

目

騒
　

音
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(2) 事後調査報告書の提出時期の変更 

 事後調査スケジュールの変更に伴い、表4-3に示すとおり事後調査報告書の提出時期を変更す

る予定である。 

 事後調査により環境影響の程度が著しいことが明らかになった場合には、関係機関と連携を図

り、必要な措置を講ずるものとする。 

 なお、施設の存在及び発電所の稼働を対象とした事後調査の報告時期は、令和２年度第６回仙

台市環境影響評価審査会（2021年２月１日開催）に報告した内容より変更ない。 

 

表4-3 事後調査報告書提出の変更時期 

事業実施状況 報告内容 
提出時期 

評価書 変更計画 

発電所稼働前 
発電所稼働前における大気質、騒音、振動、低周波音、悪臭、

水質、植物、動物の調査結果 
2022年２月頃 

2024年10月頃

建設工事中 

工事用車両の通行に伴う大気質、騒音、振動、自然との触れ

合いの場の調査結果 

重機の稼働に伴う大気質、騒音、振動の調査結果 － 

建設工事完了後 工事の実施に伴う廃棄物等、温室効果ガス等の調査結果 

2023年４月頃 2025年５月頃

施設の存在時 

施設の存在に伴う電波障害、日照阻害の調査結果 

施設の存在に伴う景観の調査結果 

2025年４月頃 2026年10月頃

発電所稼働時 

施設の稼働に伴う大気質、騒音、振動、低周波音、悪臭、水

質、植物、動物、自然との触れ合いの場、廃棄物等、温室効

果ガス等の調査結果 

注：「施設の存在時」及び「発電所稼働時」における事後調査報告の提出時期は、令和２年度第６回仙台市環境影響評価

審査会（2021年２月１日開催）に報告した内容より変更ない。 
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